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国土交通省独立行政法人評価委員会 

第１６回空港周辺整備機構分科会 

平成２５年８月５日 

 

 

【佐藤課長補佐】  それでは、皆様おそろいになりましたので、これから国土交通省独

立行政法人評価委員会第１６回空港周辺整備機構分科会を開催いたします。 

 本日は、委員の皆様方には、ご多忙の折、本分科会にお集まりいただきまして、まこと

にありがとうございます。私は事務局の環境・地域振興課課長補佐の佐藤でございます。

議事に入るまでの進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日、お手元のマイクでございますけれども、ご発言される場合には、機械の右下にあ

りますトークのボタンを押していただきますと赤いランブが着きます。もう一回押してい

ただきますと消えますので、ご発言の際にはトークのボタンを押してご発言のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 なお、当課の滝川課長ですが、本日、急な用務によりまして席をあけておりますこと、

お詫びいたします。後ほど用務終了次第、出席させていただきますので、お許しいただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず新委員のご紹介をさせていただきます。この２月の分科会までお世話に

なりました盛岡分科会長、大内委員、廻委員が退任されまして、今年度より大島委員、屋

井委員に当分科会に所属していただくことになりました。大島委員、一言ご挨拶のほど、

よろしくお願いいたします。 

【大島委員】  筑波学院大学の大島でございます。よろしくお願いいたします。 

【佐藤課長補佐】  続きまして、本日ご出席いただいております委員の皆様をご紹介さ

せていただきます。 

 石田委員でございます。 

【石田委員】  石田でございます。よろしくお願いいたします。 

【佐藤課長補佐】  安河内委員でございます。 

【安河内委員】  安河内でございます。よろしくお願いいたします。 

【佐藤課長補佐】  山岸委員でございます。 

【山岸委員】  山岸です。どうぞよろしくお願いします。 

【佐藤課長補佐】  以上、今年度より、５名の委員によりご審議いただくことになりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次に、会議に入ります前に、お手元にお配りしております資料につきまして確認させて

いただきます。 

 先ず、一番上に「議事次第」、次に「座席表」、それから、「配付資料一覧」。資料１とい
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たしまして「平成２４事業年度業務実績報告書」。資料２といたしまして「平成２４年度

業務実績評価調書（分科会長試案）」。資料３といたしまして「第２期中期目標期間事業報

告書」。資料４といたしまして、「中期目標期間業務実績評価調書（分科会長試案）」とな

っております。その後に、参考資料１といたしまして「平成２４事業年度及び第２期中期

目標期間業務実績評価調書」、Ａ３の横長になっております。参考資料２といたしまして

「平成２４事業年度業務実績評価 集計表」、各委員の集計表、横長のＡ３判になってお

ります。参考資料３といたしまして「第２期中期目標期間業務実績評価」の各委員集計表、

Ａ３横長になっております。参考資料４といたしまして「業務実績評価調書 過去（平成

２０年度～２３年度）」まで４年間の各事項に係る評価の一覧表になっております。Ａ３

縦長のものでございます。資料５といたしまして「平成２４事業年度 財務諸表」。資料

６が「平成２４事業年度 事業報告書」。資料７「平成２４事業年度 決算報告書」。資料

８「平成２４事業年度 監事意見書・会計監査人監査報告書」。その後ろに参考資料とい

たしまして「平成２３・２４事業年度 財務諸表比較」。資料９「役員退職手当支給に係

る業績勘案率（案）」、機構の案をおつけしております。ご確認いただきまして、資料の不

足等がございましたら、事務局までお申しつけくださいますよう、よろしくお願いします。

よろしいでしょうか。 

 それでは、開会に当たりまして、環境・地域振興課空港周辺地域活性化推進室長の高橋

からご挨拶を申し上げます。 

【高橋室長】  環境・地域振興課空港周辺地域活性化推進室長の高橋でございます。課

長の滝川が急な用務のため席をあけておりますので、かわりましてご挨拶をさせていただ

きます。 

 委員の皆様におかれましては、本日、お忙しい中、ご出席を賜りましてまことにありが

とうございます。また、日ごろから航空行政全般についてのご見地、ご見識の中からご指

導をいただいておりますことを、改めてお礼を申し上げたいと存じます。 

 本分科会につきましては、空港周辺整備機構が独立行政法人となって以来、いろいろと

ご指導、ご鞭撻を賜ってきたところでございます。私どもはもちろん、機構の理事長、理

事をはじめ、真摯にこれを受けとめて、機構の業務や組織運営の効率化を図ってきたとこ

ろでございます。 

 今回は、長年お世話になっておりました盛岡分科会長、大内委員、廻委員がご退任され

まして、また新たに大島委員、屋井委員にご就任していただき、新たな体制でご審議いた

だく初めての分科会でございます。平成２４年度の業績評価と平成２４年度までの第２期

中期目標期間５年間に係る業績評価を、ちょっと大変な審議でございますけれども、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 機構をめぐる最近の動きでございますけれども、この６月に民間の活力を活用した国管

理空港等の運営等に関する法律が成立いたしました。福岡空港につきましても、まだ時期
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は明確にはなっておりませんが、この７月に国土交通大臣から福岡県知事に対してコンセ

ッションの検討を要望したこともあり、地元での検討が始まっているところです。今後、

福岡空港について民間委託が行われることとなる際には、機構が行っている周辺環境対策

事業の適正かつ円滑な実施を確保しつつ、新たな運営为体への承継の進め方の検討を行う

こととしております。 

 いずれにしましても、機構が行っている業務は、騒防法に基づき、周辺整備空港の周辺

地域における航空機騒音の障害軽減や、生活環境の改善に資するための国の責務を代行す

るという大事な業務でございます。今後とも国と密接な連携を図りつつ、業務の確実かつ

適正な執行を行っていくために、経費の効率的な執行、組織運営の効率化等に取り組んで

いく必要がございます。 

 本日は限られた時間でございますけれども、どうか様々なご見地からのご意見を頂戴で

きれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

【佐藤課長補佐】  ありがとうございました。 

 本日の出席者につきましては、お手元の座席表によりご確認をお願いいたします。 

 なお、本日は、政策評価官室の杉山政策評価企画官が出席されておりますので、よろし

くお願いいたします。 

【杉山企画官】  よろしくお願いします。 

【佐藤課長補佐】  また、独立行政法人空港周辺整備機構からは、理事長のほか役職員

が出席しておりますが、ここでは淡路理事長をご紹介いたします。 

【淡路理事長】  よろしくお願いします。 

【佐藤課長補佐】  審議に先立ちまして、事務局から４点ほどご報告を申し上げます。 

 先ず、定足数の報告でございます。空港周辺整備機構分科会の委員定数５名に対し、本

日、４名のご出席をいただいており、議事に必要な過半数の定足数を満たしておりますこ

とをご報告いたします。 

 次に、分科会の審議結果の取り扱いです。本日の審議結果の取り扱いでございますが、

国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則第６条の規定に基づき、後日、家田委員長の

同意を得て、委員会の議決となる手続を行うこととなっております。なお、本日の議題で

中期目標期間に係る業務の実績評価につきましては、国土交通省独立行政法人評価委員会

の審議事項となっております。 

 次に、議事録でございます。従来と同様、委員会終了後、速やかに議事要旨を国土交通

省ホームページで公表いたします。その後、議事録を作成し、同様の方法で公表いたしま

す。ただし、業務実績評価に関しまして、議事要旨では为な意見のみを記載し、評価結果

自体は記載いたしません。その後の議事録では、評価結果も公表いたしますが、発言者名

は記載しない等の措置を講じたいと存じます。また、本日の議題に「役員退職手当支給に
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係る業績勘案率決定」がございますが、個々の役員名は伏せて公表いたします。 

 次に、意見募集の結果の報告でございます。本日の分科会の開催に際しまして、国土交

通省のホームページ上において、空港周辺整備機構平成２４年度業務実績評価調書（案）

及び中期目標期間業務実績評価調書（案）について、分科会での評価の参考に資するため

国民の意見募集を行いましたが、意見等はございませんでした。 

 それでは、議事に入ります前に、盛岡分科会長がこの６月で退任されておりますため、

国土交通省独立行政法人評価委員会令の規定に基づきまして、本分科会の分科会長を委員

の中から互選により選出いただき、また分科会長から新しい分科会長代理を指名していた

だくことになります。 

 分科会長の互選をお願いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。どなたかご

推薦ありますでしょうか。○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  見識とご経験と、もう一つ、福岡、地元に近いということで、安河内先

生にお願いすればいいかと思いますが、いかがでしょうか。 

【佐藤課長補佐】  ただいま○○委員から、安河内委員のご推薦ございましたけれども、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【佐藤課長補佐】  それでは、ご賛同いただきましたので、安河内委員に分科会長をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【安河内委員】  よろしくお願いいたします。それでは、席を移動させていただきます。 

（安河内委員、分科会長席へ移動） 

【安河内分科会長】  安河内でございます。よろしくお願いいたします。 

 今、○○委員がおっしゃったように、福岡ということで、長くやっておりますので、そ

ういうことでご指名があったかと思います。不馴れなことではありますが、盛岡分科会長

ほど上手にはできそうにありませんけれども、どうかよろしくお願いいたします。 

 先ず、分科会長の代理の指名ということが必要かと思いますので、この分科会が設立さ

れて、ずっとご一緒させていただいています石田委員をご指名させていただきたく存じま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

【石田委員】  よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  では、次に、会議の公開について、委員の皆様にご了解いただきたい事

項がございます。 

 評価委員会の運営規則及び委員会決定によりますと、業務実績の評価につきましては、

個人情報に関する事柄が出る可能性があるということで、非公開ということになっており

ます。議事では、機構に先ずご説明いただきますけれども、その後、業務実績評価の評定

を行うときには機構の方にはご退席いただきまして、それで委員と関係者で評定させてい

ただくことにしたいと思います。 
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 それでは、議事に入りたいと思いますが、本日の委員会では４つの議題がございまして、

まず第１点目は、平成２４年度の業務実績に関する評価を行うということです。第２点は、

今回はプラスして、中期目標期間、過去５年間に係る業務実績に関する評価。非常に大変

な事柄かと思いますが、皆様にも既に評価を出していただいております、この２つがあり

ます。それにプラスしまして、平成２４年度の財務諸表に関する国土交通大臣への意見具

申を行うための議題がございます。最後に、役員退職手当支給に関する業績勘案率の決定

という４点の議題がありまして、通常ですと中期目標期間の業務実績に関する評価という

のはありませんが、これがありますので、今日は通常よりも議事の時間が長くなるかと思

います。できるだけ簡潔に、迅速にやりたいと思います。どうか皆様のご協力もよろしく

お願いいたします。 

 それで、先ほどもご説明がありました、資料を配付しておりますが、これらの資料につ

きましては、参考資料を除いて公表ということになっております。 

 それでは、早速、議事の１点目の平成２４年度業務実績、２点目の中期目標期間に係る

業務実績に関する評価ということの検討を始めたいと思います。先ず、前半に機構に２４

年度の業務実績について個別項目ごとにご説明いただきまして、それから中期目標期間に

関するご説明をいただくという順番でお願いしたいと思います。全項目を通して行ってい

ただきたいと思います。その後、ご退席いただきまして、分科会として評定を行いたいと

思います。 

 それから、各委員から出ました意見につきましては、必要なものについては意見の欄に

記録することにしたいと思います。 

 先ず、平成２４年度業務実績及び中期目標期間に係る業務実績について、機構から約１

時間程度でご説明いただきまして、機構の方がいらっしゃる間に必要な事柄について質疑

忚答をお願いしたいと思います。今から平成２４年度のほうから始めたいと思いますが、

資料は、資料１、参考資料１、２をお手元にご準備いただきまして、機構の方に個別に説

明をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

【淡路理事長】  早速ですが、まず資料１「平成２４事業年度業務実績報告書」に従い

まして、ご説明申し上げました後、資料３「第２期中期目標期間事業報告書」に従いまし

て、ご説明させていただきます。 

 早速ですが、資料１の２ページをごらんいただきたいと思います。 

 平成２４年度は、第２期中期目標期間、これは平成２０年４月１日から平成２５年３月

３１日の５カ年でございましたけれども、平成２４年度はその最終年度でございました。

平成２４年度の各事項の取り組みにつきましては、その資料の一番下の枠組みにございま

す当該年度における取り組みを中心にご説明させていただきいただきたいと思います。 

 先ず、組織運営の効率化でございます。報告書の２ページから４ページでございますが、

大阪本部におきましては、平成２４年４月に企画課及び事業部調査役を廃止し、固有事業
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課と緑地整備課を事業課として統合するなど、１０名の定員を削減いたしました。また、

福岡本部におきましては、事業第一課の職員１名を削減いたしております。 

 さらに、７月には、大阪国際空港に係る業務等の新関西国際空港株式会社への承継に伴

いまして、大阪本部を廃止いたしますとともに、役員２名、職員２３名を削減してござい

ます。このように、組織・人員の縮減を行いながら、通常業務に加えまして新会社への業

務等承継、大阪本部の廃止、本社機能の福岡移転に係る取り組みを円滑かつ適正に行って

まいりました。本社機能につきましては、大阪本部の総務・企画・会計の３課でこれまで

担ってきておりましたが、福岡本部への移転に当たりましては、部や課を増やすことなく、

既存の総務課の３名の増員で対忚してございます。 

 次に、５ページの人材の活用でございます。一番下の表をご覧いただきたいと思います。

派遣元との人事調整を行いました結果、平成２４年度の平均年齢は４２.５歳となりまし

て、平成２３年度４３.９歳と比較しまして１.４歳若返り、改善することができました。 

 次に、６ページ、７ページ、事業費の抑制でございます。大阪本部の廃止などにより、

事業量が減尐したこともございますが、効率的な執行を図ったことにより、比較年度でご

ざいます平成１９年度比で７９.１％削減してございまして、目標値２０％以上を大幅に

達成してございます。 

 次に、８ページ、９ページ、一般管理費の抑制でございます。組織運営の効率化や大阪

本部の廃止などによりまして、平成１９年度比で５４.５％削減してございまして、目標

値１５％以上を達成してございます。 

 次に、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項の業務の質

の向上でございます。 

 先ずは、連絡協議会の開催でございますが、１０ページをご覧いただきたいと思います。

大阪本部におきましては、新会社への業務等承継につきまして、連絡協議会を構成する関

係自治体へ随時情報提供を行ってございます。福岡本部におきましては、計画どおり年２

回の連絡協議会を開催いたしまして業務実施状況等の説明を行いましたほか、文書による

協議も２回実施してございます。また、大阪本部を廃止した後の福岡単独組織の体制や事

業の進め方、国管理空港の運営の民間委託に係る法案の概要、航空機騒音評価指標の変更

につきまして情報の提供及び共有を行いまして、機構を取り巻く情勢についてご理解を深

めていただくなど、関係自治体との意思疎通を図ってございます。 

 このほか、福岡空港周辺の整備等に関する意見交換会にも参加いたしまして、国及び関

係自治体等と意見交換を行いますとともに、周辺住民団体の皆様方へ航空機騒音評価指標

の変更などの情報提供など、周辺環境対策事業へのご理解を深めていただいているところ

でございます。 

 次に、１１ページ、広報活動の充実でございます。大阪本部の廃止を機会にホームペー

ジを全面リニューアルするとともに、民家防音事業の申請書をホームページより入手でき
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るようにいたしまして利用者の利便性を高めております。ホームページへのアクセス数は

３万７１件で、目標の３万件以上を達成してございます。また、パンフレットにつきまし

ても、大阪本部の廃止を機会に全面的にリニューアルいたしまして、周辺住民の皆様方に

もわかりやすい内容としてございます。さらに、関係自治体へご協力をお願いいたしまし

て、パンフレットの配布や民家防音工事助成に係る情報を広報紙やホームページに掲載し

ていただいております。 

 次に、内部統制及びガバナンス強化に向けた取組の実施でございます。 

 先ず、役職員の人事評価ですが、１２ページをご覧いただきたいと思います。職員につ

きましては、既に自己申告による評価制度を導入し、勤務成績を給与に反映させ、業務執

行のインセンティブの向上が図られる制度としてございます。役員につきましても、勤勉

手当に業務評価を反映させる制度となってございます。 

 次に、１３ページ、内部統制の向上でございます。平成２３年度までの取り組みを踏ま

えまして、既存のリスク管理表の検証、見直しを行い、その結果を全役職員で共有を図っ

てございます。また、会計監査人及び監事から監査を受け、ご指導を得つつ、取り組んで

いるところでございます。特に、福岡本部へ本社機能を移転した後も、引き続き役員と管

理職による業務調整会議を開催いたしまして、内部統制の向上に努めてございます。 

 次に、１４ページ、１５ページ、国民の意見募集でございます。これまで、ホームペー

ジの機構へのご意見、ご提案及びお問い合わせ窓口に機構への意見・提案を募集いたして

おりましたが、特に意見という形では寄せられていませんでしたので、今回、ホームペー

ジによるほか、ファックスやお手紙で意見を募集していることをパンフレットに表示し、

関係自治体の住民窓口で配布するなど、幅広く意見の募集に努めました。しかしながら、

特に意見はございませんでしたが、問い合わせは幾つかございますので、これにつきまし

ては適切に対処しているところでございます。 

 次に、１６ページ、職員の資質の向上でございます。外部講師等による研修を計３回実

施いたしますとともに、研修効果の測定を行ってございます。また、外部機関の研修にも

計１０回、職員を積極的に派遣して専門知識の向上に努めてございます。 

 次に、１７ページ、１８ページ、内部評価委員会の開催でございます。内部評価委員会

を２回開催してございます。平成２３事業年度の事業実績に対する内部評価を行い、これ

を踏まえつつ、平成２４年度上半期、第２期中期計画の事業の進捗状況の把握を行いまし

て、その結果を下半期以降の業務運営へ反映させ、さらに第３期中期計画及び平成２５年

度計画の策定に活用してございます。 

 次に、１９ページ、積極的な情報公開でございます。平成２３事業年度財務諸表につき

ましては平成２４年９月に、また平成２３事業年度の業務実績評価等につきましては平成

２４年１０月に、それぞれホームページにて公表してございます。 

 次に、２０ページ、管理会計の活用でございます。独立行政法人発足時から事業ごとの
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収支管理を行っておりまして、事業ごとに単価の精査、事務費の縮減に努め、工事発注な

どにおきましては、随意契約等見直し計画などの取り組みを着実に行ってございます。ま

た、収益の発生する再開発整備事業におきましては、貸付施設の維持経費などにつきまし

て採算性を検討し、事業継続の可否や賃借料の改定などを判断しまして経営の効率化に努

めてございます。 

 次に、２１ページ、セグメント情報の開示でございます。これにつきましても、独立行

政法人発足時から事業ごとに区分した収支管理を行いまして、これらの区分に忚じたセグ

メント情報の開示を行ってございます。 

 次に、２２ページ、事後評価の在り方でございます。平成２４年３月に退職しました役

員の退職手当につきまして、評価委員会において決定された業績勘案率を反映させてござ

います。 

 次に、２３ページから２６ページ、随意契約の見直しでございますけれども、随意契約

等見直し計画に沿った取り組みを引き続き行いまして、競争性のない随意契約には真にや

むを得ないもの４件のみとし、一般競争における一者忚札・一者忚募案件はゼロ件として

ございます。その取り組み状況につきましては、当機構監事及び外部有識者をメンバーと

します契約監視委員会に報告の上、点検を受けますとともに、その結果をホームページで

公表してございます。 

 また、監事及び会計監査人による監査におきましても、特に指摘事項はございませんで

した。 

 次に、業務の確実な実施でございます。２７ページ、再開発整備事業でございます。大

阪本部で実施しておりました事業につきましては、第１種区域に残っておりました４件の

物件を含め、新会社へ承継しました結果、機構が管理する第１種区域での事業はなくなり

ました。福岡本部におきましては、空き施設となっておりました２件の物件につきまして、

機構や不動産会社のホームページを活用するなど後継賃借人の募集に努めまして、平成２

４年１０月から空き施設を解消することができました。そのほかの施設につきましても、

着実に事業を継続してございます。 

 また、国の指導に従いまして、施設の賃借人から暴力団と関係しないことなどについて

の誓約書を提出していただくなど、暴力団排除に関する取り組みについても実施してござ

います。 

 次に、２８ページ、２９ページ、民家防音工事補助事業でございます。大阪本部におき

ましては、大阪国際空港に係る事業を平成２４年７月から新会社が実施することを申請者

に対し、事前周知を十分に行った結果、新会社への業務承継を適正かつ円滑に実施するこ

とができました。福岡本部におきましては、関係自治体のご協力をお願いいたしまして、

事業案内を住民窓口及び広報紙やホームページに掲載していただくとともに、申請者の受

付状況を早期に把握することに努めてございます。 
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 また、機構ホームページのリニューアルに伴いまして、ホームページからも申請書を入

手できるようにするなど、住民サービスレベルの向上に努めてございます。 

 次に、３０ページ、３１ページ、移転補償事業でございます。福岡本部におきましては、

申請者からの事前相談にきめ細かい対忚を行いますとともに、上半期において土地測量、

建物調査、土壌汚染状況調査及び不動産鑑定評価などを効率的に行い、下半期におきまし

ては、申請者との契約交渉を速やかに進めるというスケジュールに基づきまして、事業を

円滑に実施してございます。また、関係自治体広報紙に移転補償事業の案内を掲載いたし

まして、申請の促進を図ってございます。 

 なお、大阪国際空港におきましては、新会社への事業承継につきまして国及び関係自治

体と調整を図りながら、申請者に対する事前周知を十分に行うことによりまして、適正か

つ円滑に承継することができました。 

 次に、３２ページ、３３ページ、大阪国際空港周辺の緑地整備でございます。都市計画

緑地整備事業につきましては、国及び新会社等と十分な調整を重ねることによりまして、

適正かつ円滑に業務を承継することができました。なお、承継後は、機構にかわり新会社

が大阪国際空港周辺緑地整備推進協議会に加わりまして、都市計画事業につきまして協

議・調整が行われてございます。 

 次に、３４ページ、福岡空港周辺の緑地整備でございます。年度計画どおり、約０．３

ヘクタールの造成・植栽を実施してございます。 

 次に、３５ページ、空港と周辺地域の共生でございます。平成２４年１１月に福岡空港

で開催されました「空の日」のイベントに参画いたしまして、小学生とその保護者を対象

に、機構の取り組みにつきまして理解を求める啓発活動を行ってございます。 

 次に、財務内容の改善に関する事項でございます。３６ページから３８ページまで、予

算、収支計画及び資金計画でございます。予算につきましては、経費の抑制に努め、効率

的な執行を行ってございます。収支計画につきましては、年度計画を上回る利益を確保す

ることができてございます。また、資金計画につきましても、次期繰越金が増加してござ

います。 

 次に、３９ページ、短期借入金の限度額でございますが、これにつきましては実績がご

ざいません。 

 次の４０ページから４３ページ、重要な財産の処分等に関する計画でございますが、こ

れも該当がございません。 

 次に、４３ページ、剰余金の使途でございます。当期総利益１億３,４００万円につき

ましては、独立行政法人通則法第４４条第１項の規定に基づく積立金として整理してござ

います。なお、航空機騒音防止法２９条に基づく積立金の第３期中期目標期間への繰り越

しにつきましては、国土交通大臣より承認を受けました８億５,０００万円余りとなって

おります。 
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 次に、その他業務運営に関する重要事項の人事に関する計画でございます。 

 ４４ページから４６ページ、給与水準でございます。平成２４年度の対国家公務員指数

は１１３.８となっておりまして、平成２３年度が１０９.９でございましたので、比較し

て３.９ポイント上昇してございます。指数が高くなりました要因につきましては、当機

構は本省からの出向者が多く、それに伴い、地域手当の異動保障を受けている者が多いこ

とが先ずございます。そのことに加えまして、大阪本部廃止による組織のスリム化に伴う

調査対象者の大幅な減尐によりまして、個々の給与額が全体に与える影響が大きくなった

ことが挙げられます。また、調査対象者に占める管理職の割合が国家公務員全体の割合よ

り大きいことも影響しているということでございます。仮に管理職を除いた場合の指数は

１０７.４となりますことから、これらの指数の上昇が特殊な要因によるものであると考

えております。 

 役職員の給与の適正化につきましては、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する

法律を踏まえまして、機構におきましても平成２４年４月から、役員報酬及び職員給与を

国と同様の引き下げということで実施してございます。 

 また、従来より機構独自でありました俸給表につきましても、独自の俸給表を廃止しま

して国と全く同一の俸給表とするための給与規程の改正を行いました。これにつきまして

は、本年４月から実施しております。 

 次に、４７ページ、定年退職者の補充でございます。平成２４年度の定年退職者は、ご

ざいませんでした。 

 最後に、大阪国際空港に係る業務並びに権利及び義務の新関西国際空港株式会社への承

継でございます。４８ページから５２ページでございます。新会社への業務の承継につき

ましては、平成２２年１１月に機構内ワーキンググループを立ち上げ、課題や問題点の抽

出・整理を行いまして、その解決に向けて組織一丸となって取り組みました結果、平成２

４年７月に適正かつ円滑に承継することができました。その間、組織人員の縮減を行いつ

つ、通常業務をさらに合理化・簡素化するなどの努力を行うことによりまして、周辺環境

対策事業を着実に実施しながらも、大阪本部の業務・権利・義務の新会社への承継を適正

かつ円滑に行いまして、それに加えて大阪本部から福岡本部への本社機能移転、並びに大

阪本部の廃止と、これらの大きな変革を短期間に実現することができました。 

 以上で平成２４事業年度業務実績報告書につきまして、ご説明させていただきました。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、「第２期中期目標期間の業務実績」についてご説明いただきますが、参考

資料１をご覧いただきながら、資料３ですね。参考資料１をご覧いただくと、２０年度か

ら２３年度までの評価もそこに書かれていますので、それを一緒にご覧いただきながら、

これからのご説明をお聞きくださると、わかりがよろしいのではないかと思います。その

第２期中期目標期間のご説明をいただきました後で、ご質問はまとめてそのときにお願い
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したいと思います。 

 では、よろしくお願いします。 

【淡路理事長】  続きまして、資料３「第２期中期目標期間事業報告書」につきまして、

ご説明させていただきます。時間も限られておりますので、先ほどの平成２４年度の取り

組み内容と同じようなところにつきましては、簡略にご説明させていただき、中期期間当

初から見まして大幅に目標達成ができましたところを中心にご説明させていただきたいと

思います。 

 先ず、２ページから５ページ、組織運営の効率化でございます。当初計画でも予定され

ていた組織再編・廃止につきましては、平成２０年度に大阪本部の事業部２部体制を１部

体制とし、また１つの課を廃止するなど着実に実施しましたほか、平成２４年４月までに

５つの部課組織と役員１名、職員３２名を削減いたしました。また、計画期間中の平成２

４年７月には、大阪本部の業務を新会社へ承継いたしますとともに、本社機能を福岡本部

へ移転し、大阪本部を廃止してございます。これらの取り組みによりまして、中期目標期

間中におきましては、組織につきましては３部１２課体制から、部をなくしまして４課体

制としまして、人員につきましては役員を７名から４名、職員を８３名から２８名へと、

大幅な組織・人員の削減を行ってございます。 

 このように組織・人員の縮減を行いながらも、通常業務に加えまして新会社への業務の

承継、大阪本部の廃止、本社機能の福岡移転というような、新たに発生した業務を円滑か

つ適正に実現してまいりました。 

 次に、６ページの人材の活用でございます。毎年、派遣元との調整を行いました結果、

平成１９年度の４２.９歳から平成２４年度の４２.５歳へと０.４歳改善することができ

ました。 

 次に、７ページ、代替地造成事業の廃止でございます。代替地造成事業につきましては、

平成２１年４月１日から廃止してございます。 

 次に、８ページ、９ページ、業務運営の効率化のうち、事業費の抑制でございます。競

争入札制度の導入や、調査単価・工事単価の減額などに早期に取り組むことによりまして、

中期目標期間の初年度である平成２０年度で、平成１９年度比で１９％削減し、既に目標

値であります２０％をほぼ達成してございます。さらに、その後も空調機器更新工事補助

の定額制の導入などの取り組みを積極的に行いまして、最終的には目標値を大幅に上回る

７９.１％を削減してございます。なお、福岡本部のみで見た場合でございますが、計画

では福岡本部につきましては７.８％の増加を予定しておりましたが、結果的には５９.

６％削減してございます。 

 次に、１０ページ、１１ページの一般管理費の抑制でございます。役職員の削減により

ます人件費の削減、レクリエーション経費の廃止、福利厚生費の見直し、光熱水料の削減、

事務所賃料の引き下げなど経費削減に積極的に取り組みまして、目標でございます平成１
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９年度比１５％を大幅に上回ります５４.５％削減してございます。なお、福岡本部のみ

で見た場合でございますが、計画値９.３％削減に対しまして２.９％削減となってござい

ます。これは、大阪本部の廃止及び本社機能移転に伴いまして、役職員が福岡本部に異動

したことなどにより人件費が増加したことが为な要因となってございまして、これら要因

を除いた場合の削減率は、福岡本部のみ見た場合、１６.３％となってございます。 

 次に、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置でございます。 

 先ず、１２ページ、１３ページ、業務の質の向上のうち、連絡協議会の開催でございま

す。連絡協議会を毎年度２回以上開催いたしまして、事業の実施状況などの説明や各種情

報提供を行い、国及び関係自治体と十分な意思疎通を図りまして、機構の事業進捗や機構

を取り巻く情勢につきまして、ご理解を深めていただくことができました。 

 次に、１４ページ、広報活動の充実でございます。ホームページにつきましては、毎年

度の財務諸表及び業務評価結果のほか、事業の案内、契約情報、大阪の経営統合に関する

情報などを掲載しますとともに、定額制の導入や大阪本部の廃止などに伴うホームページ

の改修も行いまして、ホームページのアクセス数は毎年度、目標値でございます３万件以

上のアクセス数を確保してございます。パンフレットにつきましても、周辺住民の皆様方

にわかりやすい内容となるよう留意しつつ、適宜必要な見直しを行ってございます。 

 次に、１５ページから１９ページ、内部統制及びガバナンス強化に向けた取組の実施で

ございます。その中で、特に１６ページの内部統制の向上についてでございますけれども、

先ほど平成２４年度報告でも申し上げました監事及び監査法人による監査や、役員・監事

と管理職会議の開催などのほか、内部通報制度を導入し、イントラネットへ規程類を掲載

の上、遵守を促したり、リスク管理表を作成したりしまして、全役職員で共有するなど内

部統制の向上に努めてございます。 

 次に、２０ページから２４ページ、随意契約の見直しでございます。随意契約の見直し

に係る計画に沿った取り組みを着実に行うことによりまして、競争性のない随意契約は、

第２期中期計画の初年度である平成２０年度から、真にやむを得ないもののみとし、平成

２４年度は４件のみでございました。また、一者忚札、一者忚募案件は、平成２２年度以

降、ゼロでございます。そのほか毎年度、契約監視委員会の点検を受けまして、その結果

をホームページで公表してございます。また、監事及び会計監査人による監査においても、

特に指摘事項はございませんでした。 

 次に、２５ページ、大阪国際空港及び福岡空港の周辺整備中期基本方針等の整備でござ

います。周辺整備中期基本方針は、国・関係自治体及び機構で構成します周辺整備基本方

針等策定会議において策定することとなってございまして、機構はこの事務局といたしま

して、国及び関係自治体のご協力をお願いするなど、中期基本方針の作成に向けた体制の

整備及び事務調整を行ってきております。 
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 その過程で、平成２１年度以降の独立行政法人の見直しや、空港のあり方の一環として

空港周辺環境対策の実施为体の検討にかかわります政府方針の動向もありまして、関係者

と調整を図りました結果、将来計画の策定は困難であるとして、周辺整備中期基本方針の

策定は行わないこととなりました。なお、中期基本方針の策定は行わないものの、周辺整

備基本方針等を尊重して空港周辺環境対策を推進していくこととされてございます。 

 次に、業務の確実な実施でございます。 

 先ず、２６ページから２８ページ、再開発事業でございます。大阪本部で実施しており

ました第１種区域の事業は、対象７件のうち３件を廃止し、残りの４件につきましては退

去に向けた交渉を続けておりましたが、結果といたしまして、経営統合に伴い、第２種区

域の事業とともに新会社へ承継いたしまして、第１種区域の事業はなくなりました。 

 福岡空港における第１種区域の事業は、行っておりません。なお、福岡本部の第２種区

域での事業につきましては、大井地区再開発整備事業を地元住民や関係自治体等、関係機

関と頻繁に調整を図りながら整備を進め、平成２１年度に施設整備を完了いたしておりま

す。このことによりまして、長年の懸案事項でありました大井地区の再開発整備事業全体

計画を概成することができ、同地区の活性化へ貢献できたものと考えてございます。 

 次に、２９ページから３３ページ、民家防音工事補助事業でございます。中期目標期間

の初年度でございます平成２０年度から、空調機器の更新工事における競争入札制度の導

入、工事単価、調査単価の減額による事業費の縮減を行いますとともに、積算方法の簡略

化による事務手続の簡素化・迅速化・効率化に向けた取り組みを実施いたしております。 

 ３０ページから３１ページにかけて、競争入札制度の導入による事業費の縮減効果を表

で記載してございますが、平成２０年度及び平成２１年度の取り組みによる事業費の縮減

効果は、合計で約２億３,０００万円と見込んでございます。また、空調機器の更新工事

につきまして、事業費の縮減、事務の簡素化を図るために、平成２２年度から定額制制度

を導入いたしました。大幅に変更になりました補助プロセスの説明や、質疑忚答、手続の

手引書等の資料をホームページに随時掲載するとともに、関係自治体にその情報を提供い

たしまして、住民窓口への提示や自治会への回覧など、広く周知を図ったところ、導入当

初から現在まで大きな混乱もなく、着実に定着させることができました。 

 このほか、事業案内や事業承継につきまして住民に周知するため、機構ホームページへ

の掲載に加え、毎年、関係自治体の広報紙及びホームページにも掲載していただくなど、

住民サービスレベルの向上に積極的に取り組みました。 

 次に、３４ページから３６ページ、移転補償事業でございます。大阪本部の事業承継に

つきましては、平成２４年度実績でご説明申し上げましたとおり、適正かつ円滑に承継し

てございます。福岡本部におきましては、平成２０年度から、土地と建物の調査の分離発

注によりまして効率化を図ってございます。事前の申請相談への対忚や効率的な作業管理

を行いまして、事業を着実に実施してございます。 
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 次に、３７ページ、３８ページ、大阪国際空港の緑地整備でございます。緩衝緑地第Ⅰ

期事業につきましては、事業認可期間満了となります平成２３年度末までの完了を目指し

まして、対象物件所有者に対して粘り強く交渉を続けましたけれども、０.３５ヘクター

ル買収することができず、達成状況は約９７％となってございます。このほか、利用緑地

及び緩衝緑地第Ⅱ期事業につきましては、国及び関係自治体と協議を行いながら事業を着

実に推進しました。平成２４年７月以降の事業につきましては、新会社へ承継してござい

ます。 

 次に、３９ページ、４０ページ、福岡空港周辺の緑地整備でございます。第３種区域内

の移転補償跡地につきまして、地元住民・自治会・関係自治体との調整を行い、地元の了

解が得られました箇所につきましては、毎年度、年度計画どおり緩衝緑地の造成・植栽を

行ってございます。 

 次に、４１ページ、空港と周辺地域の共生でございます。毎年度、連絡協議会におきま

して、教育機関への出前講座や校外学習の受け入れ等の働きかけを行いまして、大阪産業

大学からの校外学習の受け入れや、地元小学生などを対象としました環境対策についての

講義を行うなど、周辺地域との共生に取り組んでございます。 

 次に、４２ページから４４ページ、予算、収支計画、資金計画でございます。繰越欠損

金につきましては、計画よりも１年早く、平成２０年度に解消してございます。その後も

事業費、一般管理費の抑制に努めまして、予算の効率的かつ適正な執行を行い、計画を上

回る利益を確保してございます。 

 次に、４４、４５ページ、短期借入金の限度額でございますが、これについては実績が

ございません。 

 次の重要な財産の処分等に関する計画でございますが、これも該当がございません。 

 次の剰余金の使途でございますが、毎年度決算におきまして生じました剰余金につきま

しては、積立金として整理してございます。なお、積立金の第３期中期目標期間への繰り

越しにつきましては、平成２４年度実績で申し上げましたとおりでございます。 

 次に、その他为務省令で定める業務運営に関する重要事項の人事に関する計画でござい

ます。 

 先ず、４６ページ、４７ページ、給与水準でございます。中期目標期間中、対国家公務

員ラスパイレス指数につきましては改善できませんでしたが、平成２４年度実績でご説明

申し上げましたので、要因については省略させていただきたいと思います。 

 役職員の給与の適正化につきましては、国家公務員の毎年度の人事院勧告を踏まえ、給

与改定や平成２４年４月からの臨時特例による２年間の引き下げ措置など、国と同様の取

り組みを行ってございまして、その取り組み状況につきましてはホームページに公表いた

しております。 

 次に、４８ページ、定年退職者の補充でございます。中期目標期間におきましては、組
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織・定員の見直し等により人員を縮減いたしましたほか、定年退職者５名の補充も行いま

せんでした。 

 最後に、４９ページから５４ページ、大阪国際空港に係る業務並びに権利及び義務の新

関西国際空港株式会社への承継でございます。これにつきましては、平成２４年度実績で

ご説明申し上げましたとおりでございますので、省略させていただきたいと思います。 

 以上、第２期中期目標期間事業報告書のご説明を終わらせていただきます。長時間あり

がとうございました。よろしくご審議お願いいたします。 

【分科会長】  どうもありがとうございました。 

 ご質問、おありかと思いますけれども、先ほど滝川課長さんがお見えになりましたので、

課長さんから、ぜひご挨拶を一言お願いいたします。 

【滝川課長】  環境・地域振興課長、滝川でございます。本日、ちょっと急な用務で、

大事な分科会でございますが、冒頭遅れまして、大変申しわけございません。後ほどもま

た呼び出しがかかるかもしれませんので、その節はご容赦いただきたいと思います。 

 本日、冒頭に高橋のほうから、十分、私どもの思うところをご挨拶申し上げさせていた

だいたところでございますけれども、非常に大事な５年間の中期目標期間、そして２４年

度の実績評価でございますので、ぜひともこの後、活発なご質問、ご審議をお願いしたい

と思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

【分科会長】  お忙しいところ、どうもありがとうございました。 

 では、ただいま機構のほうから平成２４年度の業務実績と第２期中期目標期間の業務実

績について、ご報告いただきました。これらの点について、ご説明いただきました中で、

機構の方がいらっしゃるうちにご質問がおありの場合には、どうぞご自由にお願いいたし

ます。どうぞ。 

【○○委員】  ３点ばかりお願いしたいと思います。 

 最初は、杉山企画官に聞くべきことかもわかりませんけれども、冒頭、パブリックコメ

ント、ゼロ件でしたというご報告がございまして、そのほかの分科会、どうですかね。私

が関与している土木研究所の分科会も、パブリックコメント、ゼロだったのですね。多分

ゼロというところが多いと思うんですけれども、そのような状況であるかどうかというこ

とと。もし、そうだとすると、パブリックコメントのあり方全体を、ここの分科会だけの

問題ではありませんけれども、考えたほうがいいのかなと思うんですけれども、その辺、

事務局としてはどんなふうにお考えかということが第１点です。 

【杉山企画官】  最初に、全体の各分科会を通しまして、親委員会の事務局をさせてい

ただいております政策評価官室から。 

 先ず、○○先生からお尋ねの１点目のご質問でございますが、まだ、各分科会が開かれ

ておりまして、全部の報告を受けているわけではございませんが、例年の傾向と、今年も

今まで終わっている分科会の報告によりますと、１つか２つの分科会で意見がございまし
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たが、基本的にはほとんどの分科会、ホームページに掲載して意見募集を行っております

が、意見がないというのが大部分の分科会の現状でございます。委員ご指摘のように、そ

れでいいのかということにつきましては、どういうふうにしていくか、個々の分科会の問

題というよりは、全体の問題もあろうかと思います。現段階でどうしようという案ができ

ている状況ではございませんけれども、そういう問題意識を踏まえて、今後考えさせてい

ただきたいと存じます。 

【○○委員】  ありがとうございます。 

 ２点目以降が機構へのご質問でございますけれども、最初にお伺いしたいのは、大阪空

港と関空の統合によってということで、平成２２年１１月から１年半かけて、非常に精力

的にワーキングをやられて、難事業を短期間のうちに無事完遂できたということが淡々と

書かれているのですけれども、すごいご苦労とかご苦心とかあったと思うんですけれども、

その辺についてエピソードみたいなものをご披露いただければ、後で評価をしてさしあげ

るときに参考になるのかなというのが機構への質問の第１点でございます。 

 第２点目は、一般管理費の削減に関してでございます。非常に目標を上回って削減され

ているということでございますけれども、特に人件費に関してどうかということをお聞き

したいのです。実は、人件費を削減する、定員が削減される。でも、業務量がなかなか減

らないという中において、非正規雇用を増やすということが、特に独立行政法人、筑波大

学もまさにそうなのですけれども、常套手段なわけですね。非正規職員を雇用すると、こ

れは人件費じゃなくて業務費になりますけれども、その辺の実態はどうなっているかとい

うことをちょっとお伺いできればと思います。非正規雇用と正規雇用の格差が大きい中で、

全体の業務費・管理費を削減するのは、これから大命題なんだけれども、独立行政法人が

雇用の不安定化に資するようなことをしていいのかなという、若干の疑問もございます。

私、誤解のないように申し上げておきますと、自分の評価は、一般管理費の削減にＳ評価

を差し上げておりますので、文句はないんですけれども、その辺、実態をちょっとご披露

いただければありがたいなと思いました。 

 以上、２点でございます。 

【分科会長】  いかがでしょうか。特に、人件費の非正規雇用者の件は、今、社会的に

もすごく問題になりつつあることかと思いますけれども、人数の変遷とか、そういうもの

が具体的にもしおわかりになれば、そういうものも含めてご回答をお願いします。それか

ら、もちろん苦労話についてもお願いします。 

【福本審議役】  私、審議役の福本と申します。よろしくお願いします。 

 順不同になりますが、先ほどの人件費の非正規雇用の方からちょっと申し上げさせてい

ただきます。大阪につきましては、昨年７月に廃止されましたが、その間、職員の減尐に

伴って、非正規職員で埋めるという穴埋め方式はなかったかと理解しております。ちなみ

に、福岡につきましても、職員は若干でございますが、減らしつつも、非正規職員を増や
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してはございません。 

 それから、大阪の統合に向けた苦労話ということで申しますと、実は私ども、福岡に当

時もいたので、現実に直面はいたしておりませんが、例えば会計基準ひとつとりましても、

独法の会計基準というのは企業会計に則ってはいるのですが、資産の価値が消費税を含む、

含まないから始まりまして、非常に純実務的なところの勉強から入ったということで、大

阪にもほんとのプロというのは職員的にはいないんですが、これは会計に限りませんが、

各事業、手探りの中でみんな頑張っておるという話を当時聞いておりました。 

 以上でございます。 

【○○委員】  ありがとうございました。すごく参考になりましたし、特に非正規雇用

に関しては、ほんとに頑張っておられるんだなというのがよく伝わりました。ありがとう

ございました。 

【○○委員】  すみません、今の件で、非正規雇用者はいらっしゃらないとおっしゃっ

たんですけれども、有期雇用の方はいらっしゃるんですか。 

【福本審議役】  非正規雇用がいないという意味ではなくて、職員の減に伴って増やし

ておりませんということです。現実におります。非正規雇用、いわゆる非常勤の職員とし

ては、配置はしております。ただ、職員を減らすから非正規雇用を増やすというやり方は

やっておりません。 

【○○委員】  有期雇用は非正規雇用になるんですか。 

【福本審議役】  そういう理解で今、発言させていただいてきました。 

【○○委員】  わかりました。有期雇用者というのは、３月３０日までで一旦解雇して、

４月１日にまた採用しているという慣例があるとお聞きしているんですけれども、それは

こちらでも同じですか。 

【福本審議役】  雇用方式としましては、３月末で一旦切れて、４月から雇用という形

にしております。ただ、採用条件としましては、いわゆる期間雇用、労働法関係で大分変

わってきたこともございまして、採用時点で３年までは雇用しますよという条件のもとに

募集いたしております。 

【○○委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【分科会長】  ３年間で雇用期間を定めている。それは、これまでもずっとそうだった

んですか。この間、労働法が改正になって、５年ルールができて、それ以後だと、今の立

場でずっと雇用しなければいけないと変わるかと思うんですけれども。 

【福本審議役】  それは派遣法による職員ではなくて、一般的な雇用でございますか。 

【分科会長】  そうです。 

【○○委員】  短期雇用者ですね。 

【福本審議役】  ちょっと勉強不足でございますが、非常勤の採用につきましても国と

同じ方式をとっておりますので、そのあたりはもし違っていれば、今後勉強してまいりた
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いと思います。 

【分科会長】  ということは、これまでも３年で解雇して、別の方をということですか。 

【福本審議役】  そうでございます。 

【分科会長】  わかりました。どうぞ。 

【○○委員】  今の件に関連した質問が１つと、もう一個違うものでございますが、非

正規雇用かどうかは別として、個人の業務委託というのは特になさっていないという理解

でよろしいわけですか。 

【福本審議役】  業務委託の概念によるのかどうかわかりませんが、例えば土木工事、

調査のようなものも、いわゆる請負という形の業務委託というのはございますが、個人に

限定したものはございません。 

【○○委員】  わかりました。 

 もう一つの質問なんですが、広報活動に関して、資料３の１４ページにホームページの

アクセス件数というのが平成２１年、２２年は非常に多い、５万件以上なわけですが、基

本的に３万件以上のアクセスを確保するという３万件の根拠というのは、特にこの程度あ

ればいいかという程度の根拠でいらしたのか。５万もあったということは、特別何か国民

が興味を持つようなことがおありになったのかということと、それに関連して、国民から

の意見がなかなか反映できないという、先ほどの○○先生のご意見にも関連するのですが、

そこに関しては自己評価でＢをおつけになっていまして、それから２３年度もＢになって

いるわけなんですが、ホームページのアクセスがあっても国民の意見がないというのがず

っと継続していくと、毎年Ｂにならざるを得なくなりますが、この辺はどのようにお考え

になって。ホームページにアクセスがあっても意見がないというのは、要するに興味がな

いというご理解なんでしょうか。 

 と申しますのは、私、１０年ぐらい前に福岡空港の移転に関しての委員をずっとやらせ

ていただいたときは、委員の大学に手紙が来るほど非常に意見が来た時代がございました。

ですから、福岡というのは皆さん、ご興味があるような土地柄なのかと思っておりました

が、ずっとパブリックコメントがないということであれば、これは興味がある仕事をして

いないという理解で、それはちょっと言い過ぎなんですが、もっと興味を引くような情報

公開なりをなさったほうがという感想を持つのですが、どのようにお考えでしょうか。 

【福本審議役】  後の方の話でございますが、空港を取り巻く環境の中には、現在動こ

うとしておる空港の中の、例えば滑走路増設等の話と、それから、周辺の私どもでやって

いる業務というのは、対象の方がある程度限定される部分がございます。例えば移転補償

ですと、２種区域という区域の中しか対象にしていない。１種の民防もそうでございます。

そういう中にございまして、法人としてこれは自己満足かもわかりませんが、地域の住民

さん、特に団体さんがおられますが、こういう方々とは日々の業務を通じていろいろお話

をさせていただいている。そういう意味で、ないのではなかろうかと、法人としては考え
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てございます。 

それから、件数のほうでございますが、確かに２１、２２年、増えてございます。３万

件にした理由というのは、１９年以前の件数等も見ながら法人として判断したものでござ

いますが、特に２１、２２年というのは、いわゆる対象者が一番多い民家防音事業の定額

制導入が２２年度からでございます。そういうこともございまして、多くの方々が民防中

心といいますか、そういう面で見ていただいたものと考えてございます。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

【分科会長】  ちょっと関連して。３万件、その大半は民家防音工事に関してご覧にな

っているんでしょうか。 

【福本審議役】  多いのが入札関係でございます。契約の発注に伴う情報、その次が民

家防音の情報。大きく見まして、こんな感じでございます。 

【分科会長】  わかりました。ありがとうございました。 

 ついでにちょっと関連して。あちこちでホームページから民防の申請書を入手できるよ

うにしましたと書いてありますけれども、実際にそういう形で入手なさっているんでしょ

うか。 

【福本審議役】  住民さん側がということですね。実数は把握してございませんが、実

は地域の方々も若干の高齢化というところもございまして、非常にお年を召した方が多い

という現実は聞いてございます。そういう方々を含めて、こういう措置をとってございま

すが、現実、そういう方々は、私どもにもお問い合わせがございますが、地元の市役所・

区役所のほうにお問い合わせをいただく場合が多々あると聞いてございます。その場合に

は、そちらで資料がございますので、それをお渡しいただいて利用していただいていると

ころでございます。 

【分科会長】  ほかに、機構がいらっしゃる間にご質問とかはいかがでしょうか。 

【○○委員】  空港と周辺地域の共生で、校外学習の受け入れをしているとおっしゃっ

ていて、私、ホームページを見たら１回の上限１８人ですと出ていて、幾ら尐子化でも１

クラス１８人ということはなかろうと思っているんですけれども、何で１８人なんですか。 

【福本審議役】  根拠につきましては、私も若干わからないところがございますが、今、

ホームページの記載の内容を含めまして全体を見直してございますので、今、先生おっし

ゃったところを含めまして、人数で言えばできるだけ多く受け入れられるようにしてまい

りたいと思っております。 

【○○委員】  こっちにはバスツアーで１８０人来たと書いてあるので、いろいろなプ

ログラムがあったりする。 

【福本審議役】  バスツアーは「空の日」と言いまして、空港全体でイベントをやって

ございます。その中で、イベントのバスツアーに私どもも参画させていただきまして、機

構の業務の説明もさせていただいたということで、先ほどの１８名は機構独自でもやりま
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すよというイメージのものでございます。いろいろ機会を捉えながら、なおかつ機構独自

でやれることはやっていきたいというところでございます。 

【○○委員】  でも、そもそも何で１８人だったのかなという。１８人ということは、

来るなと言っているようなものだなと。 

【福本審議役】  ちょっと私も当初の理由はわかりませんが、会議室等の広さを勘案し

たのではなかろうかと。これは想像の世界でございますが、おっしゃるとおりでございま

すので、今後その点につきましては見直して参りたいと思います。 

【○○委員】  わかりました。 

【分科会長】  この点に関してですと、大阪がなくなって、これまで大阪産業大学の方

が毎年お見えいただいていて、相当貢献していただいているかと思うんですけれども、大

阪が廃止になって、そういう定期的においでいただく方がいらっしゃらない状況になって、

もう尐し抜本的に考えないと、この項目について達成はなかなか難しいのではないかとい

う気がしておりますけれども、その点、いかがでしょうか。特に、１８名という今のご指

摘で、ちょっと難しいかなと思いますけれども。 

【福本審議役】  おっしゃるとおりの部分もございますので、どういうやり方ができる

かということを含めまして、今後、ほんとに検討してまいりたいと思っております。 

【分科会長】  わかりました。分科会長試案ですが、資料４の８ページに（３）随意契

約の見直しというところがあって、評定理由の第３パラグラフ、「また、平成２１年１２

月に契約監視委員会を設置し」とありますけれども、この契約監視委員会というのは、機

構の中でおつくりになっているものですか。 

【福本審議役】  はい、外部委員を含めまして、あと私どもの監事２名が入ってござい

ますが、国で言う入札監視委員会。一般的には入札監視委員会と申しておりますが、同じ

ものでございます。 

【分科会長】  それは、この機構の入札に関してだけ。 

【福本審議役】  そうでございます。それぞれの組織ごとに入札監視委員会を設けられ

てございます。 

【分科会長】  わかりました。それで、もう尐しこうした方がいいとか、そういうアド

バイスもあるわけですか。 

【福本審議役】  ございます。 

【分科会長】  そうすると、そこで一旦、その監視委員会でいろいろアドバイスを受け

て、さらに監査法人などで厳正に見ていただいている。２段階になっているという理解で

よろしいでしょうか。 

【福本審議役】  はい、２段階、ないしは監事監査というものが別途ございますので、

通常業務を通じた監査もございます。何段階かに分かれて、いろいろな目で見ていただい

ておるということでございます。 
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【分科会長】  わかりました。ありがとうございます。 

【○○委員】  先ほどいろいろ抜本的に改革してまいりますというお言葉をいただいた

のですが、毎年、こういう分科会でいろいろな指摘をされて、それが的が当たっていたり、

的を外れていたりするんですけれども、前年、こういう試案とかには載らないもので、こ

ういう意見をいただいたんだけれども、それについてはこういうふうに考えて、こういう

ふうになりましたよというフィードバックが欲しいんですけれども、いかがですか。これ

は、この会議のやり方の話なので、終わったことはそれはそれでいいんだよと言われたら、

そういうことなんでしょうけれども、せっかくここでご指摘申し上げて、こういうものに

載らないものについても、自分で言うのも何ですが、貴重なご意見としてフィードバック

をいただけたらありがたいんですが、いかがでしょうか。 

【佐藤課長補佐】  失礼いたします。事務局といたしましては、議事録は全て残ってお

りますので、議事録で残っているものに、これまでもこれからも対忚させていただきたい

と思います。また、議事録に残っていない事前説明の場合等のご指摘につきましても、当

然記録としては残っていますので、きちんとした形で今までフィードバックさせていただ

いていないのは申しわけないのですが、今後は翌年度の事前説明であれば、そのときであ

るとか、フィードバックを、こういうご指摘については、こういう形で対忚させていただ

きましたという資料のような形で対忚させていただきたいと思います。 

【○○委員】  それは、例えば私が質問したことに対して、私に回答していただくので

はなく。 

【佐藤課長補佐】  はい。それは、この分科会の報告事項として、こういうご指摘がご

ざいましたので、こういう対忚をさせていただきましたというような形で。 

【○○委員】  そういうものを事務局でピックアップして教えていただけると、特に私

など、１年前のことなど１ミリも覚えていないので、できればそうしていただけると、同

じことを、ああ、去年も言ったなということがないようにしていただけると助かります。 

【佐藤課長補佐】  では、来年以降、分科会参考資料といたしまして、前年度のご指摘

に対忚して講じた措置等を資料としてご用意するようにいたします。 

【○○委員】  ありがとうございます。お願いいたします。 

【分科会長】  よろしくお願いいたします。 

 ほかに、機構の方がいらっしゃる間にご質問はいかがでしょうか。どうぞ。 

【○○委員】  本来なら覚えていないといけないのですけれども、○○委員と同じで覚

えていないので、恥ずかしいのを押してお聞きするんですけれども、第３期中期目標に関

して、大阪と分かれたということで、規模が相当縮小される。例えばホームページのヴィ

ジット件数、先ほどお伺いしたところ、機構の一般的説明という任務もあるけれども、そ

れ以上に入札情報とか民防の情報とかという、より専門性の高いヴィジットが多そうであ

るとご報告いただきましたよね。そういたしますと、例えばホームページのヴィジット数
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の目標なんかは、３万じゃ多過ぎると思うんですよね。そういう意味で、第３期の中期目

標、審議したんですけれども、その中でそういった条項とか考え方というのは、ちゃんと

反映されていましたでしょうかという、ほんとうだったら覚えていないといけないのです

が、こういうところでご質問するのも、議事録に残りますので躊躇したんですけれども、

ちょっと確認しておきたいと思いまして。 

【佐藤課長補佐】  事務局のほうから、まず中期目標、中期計画を作成いたしましたけ

れども、前回の分科会でもご説明しましたとおり、評価基準としてどういう指標を使うか

というのは、これから考えなくてはいけないというご説明をさせていただきましたけれど

も、正直、現段階ではまだ出来ておりません。ですから、今後、来年の分科会に向けて、

何を指標にしてどういう評価をするのか、今後、これは機構ともよく相談して、来年の分

科会への事業報告書がきちんと数値で示せるもの、定性ではなくて、数値目標になって達

成度合いが計れるようなものという形で、今後１年かけて指標や評価方法を検討してまい

りたいと思っているところでございます。 

 機構のほうからも一言よろしいでしょうか。 

【福本審議役】  今、説明ございましたが、具体的には３期の中期には３万件という数

値は入ってございません。 

【○○委員】  これからだということですね。 

【福本審議役】  例えばアクセス数につきましては、今のところ計画を含めまして、具

体的な数値を設けるという。 

【○○委員】  ことはやめたと。 

【福本審議役】  はい。 

【○○委員】  わかりました。 

【分科会長】  それでよろしいですか。できるだけ数値を入れるという方向ではなかっ

たでしたか。 

【福本審議役】  既にできております２５年度の年度計画の中には、３万件という具体

的な数値は入ってございません。ただ、評価の仕方は、また別個にあろうかと思います。 

【分科会長】  わかりました。 

【佐藤課長補佐】  ただいまの○○委員のご指摘につきましては、先ほどの実績評価分

科会長試案の最後に、２４年度で言いますと１７ページになりますが、来年度以降の課題

といたしまして、○○委員からもご指摘ございましたので、評価基準については、現在は

努力が評価できるInput指標による評価が多い。これを今後、基本的には成果が評価でき

るOutcome指標とするべきで、事業報告書の記載内容についても、具体的な成功例を記載

する等、事業報告については新たな評価に向けて検討すべきというのを分科会長試案とし

て入れさせていただいております。これを今後どう実現していくか、今回、分科会でこう

いう問題点が指摘されれば、来年の分科会までにはきちんとした対忚をさせていただきた
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いと思います。 

【○○委員】  ありがとうございます。 

【分科会長】  特にもう他にございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

【分科会長】  わかりました。それでは、この後は分科会としての評定を行うことにな

るかと思いますが、機構の方にはその間はご退室いただくことになるかと思います。 

 それで、ここで１０分ほど休憩をとりまして、２時５０分から再開という形にしたいと

思います。その前に、石田委員さんがお忙しくて、こちらに先においでいただきまして、

ほかの分科会と重なっているということなので、一言いかがですか。 

【石田委員】  評価を決めるディスカッションにはなるべく加わりたいと思いますけれ

ども、時間切れになることもあろうかと思いますので、よろしくお願いしますということ

と、分科会長試案を見させていただきまして、原則的にこのとおりで結構でございますの

で、決めるときにいないと定足数にならないのではないかと思いますけれども、せめてそ

ういう意向であるということだけ、どこかで議事録としてお残しいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、２時５０分から再開としますので、よろしくお願いいたします。 

（休 憩） 

【分科会長】  それでは、２時５０分になりましたので、まず平成２４年度の業績評価

について評定を行っていただきたいと思います。あらかじめご提出いただいておりました

各委員の皆様の評定と理由を記した参考資料２を踏まえまして、分科会長試案というもの

を作成しておりますが、資料２と参考資料２をお手元にご準備ください。それと、過去４

年間の評定結果を参考資料４にしております。資料２と参考資料２、参考資料４をもとに

１項目ずつ評定をお願いいたしたいと思います。では、よろしくお願いいたします。 

 先ず、最初の項目の１の（１）組織運営の効率化、Ｓかと思っておりますけれども、皆

さん、いかがでしょうか。参考資料２では、○○委員以外の方はＳとなっておりますけれ

ども、○○委員、いかがでしょうか。 

【○○委員】  Ｓでもいいんですけれども、これだけ業務量が尐なくなっていて、業務

を効率化しましたと言われるのも悔しいなと思って、Ａにしました。業務が減っただけじ

ゃないかというのが、こちらの気持ちとしてはあります。ですけれども、皆さんがこれは

効率化したよと評価なさっているとしたら、こんなへそ曲がりなことを考えなくていいの

で、Ｓで結構です。 

【分科会長】  そうですか。申しわけありません。 

【○○委員】  いえ、そんなことないです。 

【分科会長】  では、○○委員もオーケーしてくださいましたので、ほかの方、皆さん
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Ｓということですので、試案どおりＳということでよろしいですか。１項目はＳというこ

とで。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  次に、（２）人材の活用。これは皆さんＡということでしたので、試案

もＡになっております。ご意見がおありの方いらっしゃいますか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  次、（３）業務運営の効率化の①はもうありませんので、②事業費の抑

制ですね。これも皆さんＡですので、試案もＡになっております。 

【○○委員】  先生、石田先生はお急ぎみたいなので、意見が割れているところだけピ

ックアップしてなさるのがいいかと。 

【分科会長】  わかりました。では、ずっとそのとおりですので、内部統制、ガバナン

スの③国民の意見募集というところですね。そこはＢとＡが割れておりまして、多数決で

試案はＢということにしておりますが、いかがでしょうか。特に○○委員。 

【○○委員】  下がる分には、そのとおりで結構です。 

【分科会長】  では、下がるということで、○○委員はいかがですか。 

【○○委員】  別に。これは問題だと思っていたんですが、内部評価に全部合わせてみ

たものですから。 

【分科会長】  内部評価は全部高目です。 

【○○委員】  ですから、たまたまそれと変えなかっただけのお話で、これは先ほども

問題を指摘していますから、Ｂで結構です。 

【分科会長】  わかりました。では、ここはＢということでさせていただきたいと思い

ます。 

【杉山企画官】  ちょっと差し出がましいのですが、いろいろな分科会を見てきている

立場からすると、ほかと比べると若干厳し目の評定かとは思います。 

【○○委員】  そういう人たちが集まっている。そういう人たちを選んだのはそちらで

す。 

【杉山企画官】  別にそれについて、とやかく申し上げるつもりはございませんが。 

【分科会長】  そういうご意見は承りました。ただ、皆さん、一忚Ｂが多数派でござい

ますので、今回までＢということで、次回からは尐しそういうご意見も。 

【○○委員】  でも、こっちでＢにしているのね。大きいのでね。これ、誰の評定。 

【分科会長】  いえ、内部評価がＡです。 

【○○委員】  そうですか。これは何。これは分科会じゃないの。ごめんなさい。さっ

き間違えちゃった。 

【分科会長】  次のページの１２番。でも、○○先生いらっしゃらないから、多数決で

Ａということでよろしいですか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  その次に、２０番、大阪国際空港周辺の緑地整備というところです。そ

れから、その次、福岡空港周辺の緑地整備、いずれも○○委員がＢの判定になっておりま

すけれども、いかがでしょうか。 

【○○委員】  計画に対してはやったんだろうけれども、全体から見たらやっていない

んじゃないの。やっている部分が増えていないから、やっていないよと、そこだけ見たら

言いたいんですよ。だけれども、計画が大風呂敷広げて、それに対してできていないわけ

じゃないんで、皆さんがＡということでしたらＡで結構です。 

【分科会長】  わかりました。年度評価は計画に対する評価ですので、ここはＡという

ことにさせていただこうと。どうぞ。 

【佐藤課長補佐】  尐しだけ補足させてください。大阪国際空港の１期工事につきまし

ては、都市計画が２３年度で終わっておりますので、ご指摘のとおり、２４年度やってい

ないのはたしかでございます。 

【○○委員】  そもそも２４年度、評価するべきものでもないんじゃないかな。 

【佐藤課長補佐】  ただ、１期工事が全てではなくて、２期工事も動いておりますので、

そういった意味で新関空会社にきちんと承継したということで、計画どおりという評価で

ございます。 

 福岡につきましては、整備部分が増えていないとのご指摘ですが、国が定めた計画どお

り、０.３ヘクタールの緑地整備工事は行っております。 

【○○委員】  １年で０.３ヘクタールだったら、私でもできます。 

【分科会長】  地権者との関係とかもいろいろおありだと思いますので、計画はクリア

しているし、大阪も新会社にきちんと承継もしたということで、Ａにさせていただきたい

と思います。 

 次のページ、２５、これは○○委員は評価なしですか。 

【○○委員】  計画が策定されていないので、どうなんだろうと思ったんですけれども、

それも承継しているということでＳをつけるのが妥当ということでしたら、Ｓで結構です。

これ、Ｓなの、みたいなところがあるんです。 

【分科会長】  これはそのとおりです。 

【佐藤課長補佐】  事務局としては全く弁解の余地がないんですけれども、おっしゃる

とおり、年度計画にこの事項が載っておりませんので、形式的な瑕疵という意味において

は、まさにご指摘のとおりだと思います。年度計画に載せなかったのは、３月に策定いた

しました中期計画をそのとおり実施するということで、あえて再掲しなかった。ご指摘の

とおり、年度計画に載せるべきだった、形式的な瑕疵があったというのはご指摘のとおり

だと思います。ただ、じゃぁ、何もやらなかったかと言えば、きちんと大阪事業本部の新

関空会社への承継を内容的にはきちんとやったということで、申しわけございません。 
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【○○委員】  わかりました。 

【分科会長】  そういう中期目標にある項目で、基本的には年度計画ができると思うん

ですが、中期目標になくても、途中でいろいろな突発的な事情があって変わっていくこと

というのは、これからもあるかと思うんですけれども、そういうときには、本来なら年度

計画をつくる前に、きちんと項目として中期目標になくても挙げておくことが本当は必要

だったということですか。 

【佐藤課長補佐】  いえ、この件で申しますと、第２期中期目標・中期計画の変更を昨

年３月に行っております。それを２４年度計画に反映させないで年度計画をつくってしま

ったということで、中期目標・中期計画は変更いたしております。分科会も２月に開催さ

せていただきまして、中期目標・中期計画の変更はこちらでご了承いただいております。 

【○○委員】  本当に形式的な瑕疵なんですね。 

【佐藤課長補佐】  年度計画に載せなかったのは、中期計画でやることは決まっていま

したので、当然法律で決まっていることですし、変な言い方、書いていないからやらなく

ていいということでは決してありません、ただ、載せていないということであります。 

【杉山企画官】  ちょっとよろしいですか。制度的な説明だけさせていただきますと、

国交省の評価委員会として定めております、各分科会にお願いしております業務実績評価

の基本方針というものがございます。これによりまして、各年度の業務実績評価につきま

しては、各項目ごとに中期目標の達成に向けた中期計画の実施状況について検討し、段階

的評定を行うということで、中期目標を受けてつくられた中期計画どおりにきちんといっ

ているかどかということをご評価いただく。当然、中期計画、５年間ありますので、それ

を各年度ごとに、今年度は何をどこまでやると年度計画にブレークダウンをしていって、

基本的にはその年度計画と照らして中期計画の評価をさせていただくことになります。そ

ういう意味では、年度計画を評価するということには必ずしもなっていません。ただ、最

終的にはブレークダウンしますので、中期計画に書いておきながら年度計画がなかったと

いう点、確かに若干瑕疵と言えば瑕疵かと思います。制度上は中期計画との。 

【○○委員】  瑕疵なんでしょう。いいじゃないですか、瑕疵で。 

【杉山企画官】  そこは瑕疵と言えば瑕疵だと思います。 

【○○委員】  いいです、それで。 

【杉山企画官】  ただ、評価自体は中期目標・中期計画に照らしてということになって

おりまして、必ずしもその観点からいくと、年度計画がないから評価ができないという性

質のものではないと制度上はなっているということだけご説明させていただきました。 

【分科会長】  それでは、一忚評価としては、分科会長の試案どおりということで、２

４年度につきましてはこういうことでよろしいでしょうか。 

【○○委員】  結構でございます。 

【分科会長】  あと、意見のところ。分科会長の試案の資料２の１７ページ、評定理由
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のところ。 

【○○委員】  我々が出したのは、評定理由のほかにその他の意見の欄がございました

よね。そこにも結構書いたと思うんですけれども、先ほどの○○委員のご指摘とも絡むの

ですが、それの扱いはどうなるんですか。 

【佐藤課長補佐】  書いていただいている分については、こちらの特記事項にご意見を

反映している部分もございます。例えば○○委員のご指摘で言えば。 

【○○委員】  特記事項のところに集約された形で書いていただいているわけですね。

【佐藤課長補佐】  はい。例えばホームページで言うと、２４年度の８ページに「もっ

と自らの分かりやすい言葉で説明する等、工夫に努められたい」とか、こういうふうに委

員の意見を入れられるところには、なるたけ入れるようになっております。 

【○○委員】  すみません、総合評価のその他で、「平成２３年度の評価結果の反映及

び活用がなされていると評価できる」という一言でまとめてしまっているんですけれども、

これについての細かい話が欲しい。 

【分科会長】  ごめんなさい、総合評価に行く前に、各項目の評定理由のところ、特記

事項のところを先に終わらせたいと思うんですけれども。 

【○○委員】  すみません。 

【分科会長】  いえ、とんでもない。そこに、評定理由としてあまりよろしくないとか、

こんなことを書いた覚えはないとか、特記事項にもう尐しこういうことを書いてほしいと

いう意見があるということがおありの場合には、その項目を教えていただければと思いま

す。 

【○○委員】  これが上に行くんですよね。 

【佐藤課長補佐】  はい、最終的な国交省の独法評価委員会の意見として。 

【分科会長】  分科会としての意見ですね。 

【○○委員】  これは公文書ですね。 

【佐藤課長補佐】  はい。公表もされる資料です。 

【○○委員】  こちらで答えているのはいいんだけれども、出すと。 

【分科会長】  そうですか。特に特記事項のところでいろいろご意見をお書きいただい

たかと思うんですけれども、その特記事項のところにご自分の意見がきちんと反映されて

いるかというところを、お忘れになっているかもしれませんけれども、ご覧いただければ

と思います。 

では、資料２の各項目の評定理由と特記事項のところはよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  では、そちらはそれでよろしいということで、１７ページ、総合的な評

定というところで、分科会長の試案どおりということで、Ｓが２項目、Ａが２２項目、Ｂ

が１項目ということになりました。それで、その後の総合評価というところで、評価につ
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きまして幾つか記入されていますけれども、今度、そこについてご意見をお伺いしたいと

思います。○○委員、どうぞ。 

【○○委員】  その他で一言でまとめてしまっているのが。 

【佐藤課長補佐】  先ほどの○○委員のご指摘でございますが、２４年度業務報告書、

資料１の１８ページに。昨年度のこの業績評価調書に載っている指摘事項がここに記載し

ている事項でございまして、これを予算への反映状況という形でこういうふうに対忚しま

したというご説明を機構のほうからさせていただいたところでございます。 

【○○委員】  もっと細かい話ですね。フィードバック。 

【佐藤課長補佐】  ここに書いてあるのは、正式に評価調書に載っているものしか載っ

ておりませんので、来年度以降はもっと細かいところの資料も作成させていただきます。 

【分科会長】  そうすると、その他のところ。 

【○○委員】  これはこれで結構です。すみません。 

【分科会長】  では、尐し読み上げたいと思います。法人の業務の実績というところで、

評価の理由として、２５項目中２４項目が「Ａ」評価以上である。Ｂ評価１でしたか。 

【○○委員】  この上の図は、２５項目中、Ａが２２じゃありませんか。私、また変な

ものを見ていますか。これでしょう。 

【○○委員】  Ｓが２項目ありますので。 

【分科会長】  Ａ以上ですね。Ｂ評価は１個だけですね。 

 その次です。特に「組織運営の効率化」及び「新関空会社への業務等の承継」について

は、組織・人員の縮減、新関空会社への業務等の承継及び大阪国際空港事業本部の廃止並

びに本社機能の移転に係る取り組み等、大きな改革を行いながらも、通常業務の更なる合

理化・簡素化・効率化などにも取組み、それぞれを円滑かつ適正に実現できたことは、優

れた実施状況にあると評価できる。この２つがＳ。文章がすごく読みにくいですけれども、

いいですか。とにかく、この２つがすごく評価できるということで書かれております。 

 その次に、課題・改善点、業務運営に対する意見等。 

 まず１つ目、ホームページによる広報の内容や構成、国民からの意見を積極的に取り込

む方法等について、一層の工夫、努力が求められる。 

 ２点目、評価基準については、努力が評価できるInput指標による評価が多い。本来的

には成果が評価できるOutcome指標とするべきで、また、事業報告書の記載内容に具体的

な成功例を記載する等、平成２５年度からの新たな評価方法に向けて検討すべき。 

 その他、平成２４年度において、平成２３年度の評価結果の反映及び活用はなされてい

ると評価できるとなってあります。 

 これについて、ご意見、あるいはこれはあまり要らないんじゃないか、あるいはもっと

こういうものを書いたほうがいいのではないかというご意見いかがでしょうか。 

【○○委員】  評価基準の話はここに書く。全体の話ですよね。この法人に限った話じ
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ゃない。 

【分科会長】  どれですか。 

【○○委員】  評価基準。いい意見を書いていただいた。 

【分科会長】  ○○先生の。 

【○○委員】  評価基準の話をここに書いてしまうと、それは私たちに言われてもみた

いな話じゃないか。 

【○○委員】  でも、ここから国交省全体の独法評価委員会にも上がっていきますよね。 

【佐藤課長補佐】  はい。評価基準自体は各独法で項目ごとに定めますので。ですから、

今回、２５年度から新たな中期目標・中期計画を策定いたしておりますので、それぞれの

項目についてどういう評価指標で、どういう評価を下すかということを、できるだけアウ

トカム指標になるようなもので来年以降、評価されたいという形でございます。 

【○○委員】  わかりました。ありがとうございました。 

【分科会長】  では、これはこのままということで。では、この各項目については、こ

れでよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

【分科会長】  それでは、この各項目もこのまま認められたということで、最後の総合

評定につきましては、圧倒的に「Ａ」が多いということで、総合評定はＡということで、

評定理由としては２５項目中２４項目がＡの評価以上である。中期目標の達成に向けて着

実な実施状況にあるということで、平成２４年度についてはこういう評定とさせていただ

きたいと思います。 

【石田委員】  すみません、途中で失礼します。 

【分科会長】  とんでもない、ありがとうございました。 

（石田委員退席） 

【分科会長】  では、平成２４年度はそれでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  次に、第２期中期目標期間の業務実績評価ですね。資料４と参考資料３

をお手元にお願いします。それでは、中期目標期間の業務実績評価の評定に進みたいと思

います。 

 まず、参考資料３に従いまして、これは組織運営の効率化、○○委員。 

【○○委員】  先ほどのものと以下同文です。 

【分科会長】  よろしいですか。それでは、申しわけありませんが、Ｓということにさ

せていただきたいと思います。 

 ２番、３番は、皆さん同じ評価なので、次に４の②事業費の抑制というところですけれ

ども、これは私と○○委員がＡで、ほかの方はＳということで、分科会長試案はＡという

ことにしておりますけれども、いかがでしょうか。○○先生、いかがですか。 
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【○○委員】  これは尺度が違いまして、計画を立てて、その計画どおりに着実にいっ

ているということで評価する人と、それから社会常識からいくと、こんなのでＳというの

はひどいじゃないのという見方の方とが分かれるだけの話だと思うんですね。だから、こ

のＳをつけている人たちは、みんな何となく、こういうときはこのままＳだよねという感

じにしている可能性もあるので、もちろん厳しくＡになさっても、Ａであれば構わないわ

けですから、私は別にあえて反対はしませんけれども、これはＳが３人いるんですか。 

【分科会長】  そうなんです。 

【○○委員】  Ｓが３人いて、つまり業務量を減らすことはもう前提条件でわかってい

るわけだから、こういうときに自己評価を甘くしているんではなくて、計画どおりにやり

ました。達成もしていますよと彼らが思ったということなんではないかと思ったので、コ

メントもなくＳの人が２人。○○先生は何を書いている。６０％近く達成できていること

は評価している。空港騒音の地域へのインパクトを極小化することが大きな任務であり、

事業費削減だけが前面に出ることは好ましくない面も有する。この方も批判もちょっとは

していらっしゃるんですね。単に多数決というと、Ｓが３人になっちゃうんだけれども、

これは分科会長のお考えどおりでよろしいんじゃないですか。 

【分科会長】  そうですか。すみません、参考資料１をごらんいただくと、事業費の抑

制というところですよね。 

【○○委員】  でも、これ、中期と２４年度は違うんですよね。 

【分科会長】  はい。中期はこれまでの。 

【○○委員】  継続しているんですよね。 

【分科会長】  ２４年度じゃなくて、２０年度から２４年度までなんですが。参考資料

１の２ページの下、②事業費の抑制というところがありますが、２０年度は評価ＡとかＳ

じゃなくて４なんですけれども、あと全部Ａなんですね。ずっとＡなんです。 

【○○委員】  着実にやっていればＡなんですよね。すばらしくやっているとＳになる

んですね。 

【分科会長】  毎年Ａなのに、突然、総合評価Ｓはちょっと変なんじゃないのと思いま

したので、私としては試案としてはＳが多かったんですが、Ａの方がお二人いるというこ

とでＡとしています。 

【○○委員】  これは私は全然。多分大阪をもうやめちゃうから当然と、Ｓ評価にした

のかなという理解はしたんですよね。だから、別にどちらでもなんて無責任なことを言っ

ていちゃいけませんね。考え方の違いですからね。 

【○○委員】  法人がそれをもってＳだよというのは、よほど自信がある。 

【○○委員】  だから、計画どおり達成しちゃったからじゃないですか。 

【○○委員】  でも、達成すればＡ。Ｓをつけるには、ちょっとそれなりに。 

【佐藤課長補佐】  ちょっと補足させていただいてよろしいですか。この業績評価の考



 -31- 

え方ですが、Ｓをとるためにはそれなりの努力を行って、それなりのきちんとした取り組

みを行って結果を出した場合には、当然Ｓなのでございますけれども、正直、機構がこの

５年間で、先ほど言いましたとおり、民防事業で言えば区域が大阪で相当縮小されたり、

あるいは結果的には２４年度に大阪がなくなったりしまして、数字的には７０何％という

とんでもない削減率ではあるんですが、それが機構の努力によるものかというというとこ

ろが評価の観点になってしまうのではないかと。ですから、単に数字がすばらしいという

だけで、もう一つ、機構がその中でどういう、Ｓ評価を受けるにふさわしい取り組みを行

ったかというところが、どう評価するかの観点になるかと思われます。 

【分科会長】  この事業費の抑制に関しては、今おっしゃったように、もともとパイが

小さくなっているので、削減されるのは当然であるということと。それから、それなりに

もちろん努力はなさっていて、特に民家防音工事などについては非常に努力なさっている

と思うんですけれども、それは参考資料３で言うと、１２番、民家防音工事補助事業とい

う。これが皆さんＳなので、二重に判断しているという気持ちがありましたし、過去もず

っとＡ評価でしたので、それで試案としては、ここはＡでいいんじゃないかと。 

【○○委員】  これは、分科会長の試案でよろしいんじゃないですか。委員の先生は誰

も何も言わないと思います。 

【分科会長】  わかりました。 

 杉山企画官にちょっとお伺いしたいんですけれども、過去、ずっとＡ評価で、総合的に

はＳ評価ということはいかがなんでしょうか。もしそういう評価だとすると、そういう場

合いかがでしょうか。 

【杉山企画官】  この法人、途中で業務量が激減するというかなり特殊な経緯を経てお

りますので、他法人の一般的な考え方が妥当するかどうかというところは、ご判断かと思

います。一般的な考え方を申し上げさせていただきますと、中期目標期間トータルとして

の目標がまずありますので、それに照らして、単に目標をクリアしましたというだけです

と、これはＡ評価でございます。その目標を超えて、２割減のところ、８割近い減になっ

ていますので、その数字だけ見れば目覚ましい業績を達成しているということで、これは

Ｓを付す可能性はございます。 

 先ほどの年度評価との関係で申し上げますと、確かに２１年度以降はＡ、Ａ、Ａなんで

すが、最初の２０年度に４という、今とつけ方が違うんですが、今のＳに相当するもので

ございます。ですので、５年間トータルで２割減らすというときに、初年度にとんでもな

い削減を、２割を超えて大幅に１年で目標を達成してしまうような、３割４割という大幅

な削減をしてぐっと下がり、その後ほぼ横ばいでＡ、Ａと来ている場合に、この期間全体

をトータルして最初に相当きいている部分がありますので、数字だけ見ますと、目標２割

に関して相当な削減があったということで、Ｓにするということはあり得る話でございま

す。 
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 ただ、この法人の場合、冒頭に申し上げましたが、特殊な要因でございますので、そこ

を先生方のほうでどう評価するか。さらに言うと、１年でいきなりＳがつくような目標設

定そのものがどうだったんだという余地も、可能性としてはございます。この法人のこの

数字がどうかということではなくて、一般論として申し上げれば、そういう評価がついた

場合に、そういう結果になった場合に、そもそも最初の目標設定が甘過ぎたんじゃないか

という議論の余地はございます。結果としては、トータルで見て、目標と比べてかなり大

幅にやっているということであれば、Ｓという余地はございます。 

【分科会長】  わかりました。 

【○○委員】  でも、これは企業努力ではなくて、不可抗力でこうなったという見方が

できるという理解。 

【杉山企画官】  そこは、まさに単に数字だけ見ればそうではあるけれども、それはこ

ういう特殊な要因によるもので。 

【○○委員】  企業努力ではないという見方もできる。 

【杉山企画官】  積極的に評価するには値しないということで、そこは理由の書き方に

なろうかと思います。そこでとまってしまえばＳになりますし、数字はそうなんだけれど

も、よくよく見ていくと、それは別に法人が努力したわけではなくて、そういう特殊な要

因によるものだということであればＡという。そこは、まさに先生方のご見識ということ

になります。 

【分科会長】  わかりました。どうぞ。 

【佐藤課長補佐】  資料１の２ページ目の一番左の目標ですが、平成２０年度中に行う

空港周辺環境対策の見直し及び大阪国際空港の騒音対策区域の見直しの結果を受けて、期

中において目標数値を再検討すると。実は、１９年度、大阪の区域が縮小するというのは

わかっていました。ただ、まだもうちょっと先で、どのぐらい減るのか、予算的にどう影

響するのかということまでわかりませんでしたので、この目標では期中において目標値を

見直すということになっておりまして、本来であれば見直しを行わなければなりませんで

したし、見直せば当然７０何％にならなかったんですけれども。 

 これは言いわけになりますが、２０年度以降というのは独法見直し、政権が変わったり

して、独法がどうなるかも含めて、空港を取り巻く環境がなかなか見えませんでしたもの

で、目標の見直しというのが実はできなかった関係で、結果的にこういうすばらしい数字

が出ているということは勘案しなくてはいけないのかなとは思います。 

【分科会長】  わかりました。ありがとうございます。 

 では、ここはそういう業務量が縮小したことによって、こういう結果が出ていることの

要因の方が、その効果の方が大きいだろうと考えられますし、かつ、その中の民防につい

ては、また別評価の項目がありますので、ここに関してはＡということにさせていただこ

うと思います。 
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 では、その次の５番ですが、これも分科会長試案はＡということにしておりますけれど

も、いかがでしょうか。 

【○○委員】  これは私、基本的に上と同じ理由です。 

【分科会長】  ○○委員、いかがですか。 

【○○委員】  特に。これも別に考え方ですから、Ａでよろしいんじゃないですか。○

○先生の「継続的に高い削減率を達成していて、高く評価できる」と言っていらっしゃる

方がいらっしゃって、それから、分科会長のほうも「目標値を大きく上回る額を削減でき

ている」とコメントを書いておられるので、Ｓでもいいんじゃないかと思いますけれども、

これこそ何を根拠にということで。数字だけ見ればＳだと、単純に○○先生も私も多分そ

う思っただけの話だと思うので。 

【分科会長】  ですから、これも規模が縮小していますので、その効果のほうが。私は、

達成はできているというふうにもちろん書きましたけれども、規模の縮小という効果のほ

うが大きかったんじゃないのかと。ですから、それがなかったときに、こんなに大幅に達

成できたのかどうかというところまでは言えないんじゃないかというつもりで、そこまで

書いていませんけれども、そういうつもりです。 

【○○委員】  ただ、これ、目標をつくるときに、中期目標で平成１９年度比で１５％

程度に相当する額を削減するって、目標を立てているわけですよね。だから、評価してい

る人たちは、この１５％という目標に対して、それ以上きちんとできているから継続的に

と、ただ思ったんだと思うんですよね。だから、不可抗力なことがたくさんあるのを想定

してやっているという評価をなさった先生方もいらっしゃるんだろうなと思いますので、

この委員会の一貫性からいけば、先ほどのものをＡにするんだったら、これもＡでも構わ

ないかもしれないという。この委員会はそういうふうに考えましたと言ってしまえば、そ

れまでのことかもしれませんよね。 

【○○委員】  ほかの独法と比べるわけじゃないですから。ここは厳し目ですよとおっ

しゃるのは、ほかの独法だったら。 

【杉山企画官】  ということではないです。評定に対して、その理由が書かれている。

それがきちんと見合っていれば、それで十分でございます。 

【○○委員】  ほかの分科会だったらＳだよなみたいな話じゃないわけですよね。 

【○○委員】  それは、比較はなかなかできないから。 

【杉山企画官】  それは、別途そういうことを言う人はいるかもしれませんが、別にそ

ういうことを私、先ほど申し上げたわけではなくて、きちんと各分科会、それぞれとして、

こういう考え方で評定したということを評定理由にお書きいただければ、それで結構でご

ざいます。 

【○○委員】  規模の縮小が効果の最大の理由だと思っているので。それ以上に規模の

分を差し引いても、なおかつこれだけやったよと言うんだったら、Ｓに花丸をつけてもい
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いぐらいなんですけれども、それが全然わからないので、その根拠が出なくて、その数字

だけ見て、いっぱい削減したからＳだと言うんだったら、ちょっと違うんじゃないという

のはありますけれども。 

【杉山企画官】  すみません、そうすると、さっきのところともあわせて、Ａの評定理

由というのは、Ｓ的な評定理由で今、書かれているのかなという気はいたします。数字的

に見ると、大幅に上回る、先ほどのところですと７９.１％に相当する額を削減している。

「なお」のところは福岡ですので。 

【○○委員】  １００％達成してＡですよね。 

【杉山企画官】  違います。目標値が２０％削減ですので。 

【○○委員】  目標値に対して、ちゃんと目標値に達成すればＡなわけですね。そこを

ぼんと飛び越えたらＳ。 

【杉山企画官】  さようでございます。ただ、目標値が２０％削減ですので、２０％削

減に対して７９.１％ですので。 

【○○委員】  表面的な話ですね。 

【杉山企画官】  ということが、今、ここで書かれていないので。こういう議論がここ

でなされているということは全くそのとおりですが、最終的に世の中に出て行くときには、

これが出て行きますので、その意味では７９.１％削減なのにＡになっているという形に

なります。７９.１％であるけれども、そこはこれこれ、こういう要因であるのでとか、

何かないと、わかりづらいということになるのかと思います。次の一般管理費も目標が１

５％のところを５４.５％、大幅に上回る削減率になっている。だけれども、評価はＡだ

ということで、これだけ見ると真ん中が抜けていますので、５４.５という数字だけ見る

とそうなんですが、それはこういうことなので、別にＳではなく、Ａと評価しましたと。 

【○○委員】  では、これ、おっしゃったのは、文章を変更ということですね。 

【杉山企画官】  若干加えていただいたほうがよろしいのかと思います。 

【分科会長】  わかりました。では、評定理由のところで尐し書き直して、これこれ、

こんなふうに大幅に削減できているけれども、それは業務量の大幅な削減とか組織の縮小

ということによるものなのではないかということを、その後に。 

【杉山企画官】  まさに今ご議論されたようなお話を書いていただくと、わかりやすい

評価書になろうかと思います。 

【分科会長】  わかりました。では、この評定理由については、ちょっと書き直しをし

て。はい。 

【○○委員】  それから、先生、福岡空港事業本部のみでも５９.６やっていると書い

ていらっしゃるから、「しかしながら」を最後に入れないと。だから、福岡だけ見ても、

これはいいんですか。 

【杉山企画官】  次の福岡は１５％に対して１６.３％なので、ここをどう見るかだと
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思います。 

【○○委員】  この５９.６％というのは違うんですか。 

【杉山企画官】  上の福岡も、そこも見方なんですが。次の③のところは、管理費は１

６.３％です。 

【○○委員】  分科会長に書き直していただけば。 

【分科会長】  わかりました。では、②と③に関してはＡにしますので、Ａにふさわし

いような。 

【○○委員】  ３ページに理由を書いていただく。 

【分科会長】  はい。３ページのところは、そういうふさわしい理由に変更させていた

だく。もう尐しただし書きをつけて、ふさわしい理由にさせていただく。 

【○○委員】  ご一任してしまってよろしいですか。 

【分科会長】  はい。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  わかりました。 

【杉山企画官】  すみません、事務方で差し出がましい発言をしまして。 

【分科会長】  いえ、ありがとうございます。 

 その次は、９番に飛びますけれども、９番は皆さんＳなので、Ｓということで。 

 その次ですが、参考資料３で言うと１０番、大阪国際空港及び福岡空港の周辺整備中期

基本方針等の整備。これは、評定なし。 

【○○委員】  もともと内部評価も評定なしだった。 

【分科会長】  これはつけるんでしたか。 

【佐藤課長補佐】  事前説明のときにご説明させていただいたんですけれども、実は機

構からすると、これはむしろ国が为導して行うべき計画ですので、機構には責任がないと

いうことで、自己評価は行いませんという内部評価をしております。ただ、我々国からす

ると、そうは言っても目標があるのですから、その目標をどう実現したかという評価は当

然しなくてはいけないということで、各委員の先生にも評価してくださいと実はお願いし

て回ったところですが、自己評価がバーになっていたこともあって、各先生から評定が戻

ってきたときには、バーの先生が３人おられたということでございます。中期目標である

以上、Ｂでもいいんですけれども、何らかの評価はしていただきたいと思います。 

【○○委員】  これは、自己評価をちゃんとさせるべきなんじゃないですか。尐なくと

も私が佐藤さんの説明をちゃんと聞いていなかったという批判は、あえて受けるにしろ、

機構が自己評価しませんと言っているものを。 

【分科会長】  しかし、一忚自己評価してほしいということになったらいかがでしょう

かということで、ちょっとお考えいただいてもよろしいですか。 

【○○委員】  はい。 
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【○○委員】  分科会長に質問なんですが、こちらの資料４のほうでＡの評価をおつけ

になっていて、それで第２期中期基本方針の策定は行われなかったと書いてあって、Ａで

よろしいのかなという。たまたま私も評価しなかったんですけれども、行いはないけれど

も、着実に実績を上げているというご判断なのであれば、みんなでＡにしておいたほうが

いいんですかね。要するに、これは結局やらなかったんでしょう。 

【佐藤課長補佐】  ちょっとよろしいですか。資料４の９ページに書いてありますとお

り、周辺整備中期基本方針とは何かというと、昔、平成１３年に特殊法人等整理合理化計

画というのがございました。これを受けて、各法人は独法化されていったんですが、この

機構について言いますと、中長期の計画がなくて、余りに行き当たりばったりの事業のや

り方をしているんではないかということで、その中で独法化になる前に、基本方針と中期

基本方針を策定するように閣議決定で指摘されております。 

 この関係で、まず７年間、平成１４年度から平成２１年度までの計画が立っておりまし

て、その第１期が２１年度で終わりますものですから、平成１９年度に２０年度からの次

期中期計画をつくるときには、次の中期基本方針も当然つくるんだろうねということで、

平成２２年度からの中期基本方針を策定することとして中期目標を策定しておりました。

なお、この中期基本方針につきましては、国と関係自治体、それから機構と、この三者が

話し合って策定することとされておりました。 

 ただ、２２年度からの中期基本方針を策定する時期になります２１年度がどういうとき

だったかといいますと、独法の抜本的見直しということで、廃止も含めて、あるいは実施

为体をどうするかも含めて、機構をどうするかは非常に将来的に見えなかった時期でござ

いまして、その中で、今後７年間の中期基本方針を策定することは、機構が行う業務を策

定することは、当時はなかなか不可能な状況であったということで、国と機構と県・市、

これらの委員会の中でも、今の段階で将来７年間の中期にわたる計画がつくれないという

判断を下しまして、この判断は機構が下したわけでは決してなくて、国・県・市、機構、

これらが今の２１年度の段階で長期的なものがつくれないという判断を下した結果、つく

らなかったという経緯がございます。 

 こういうことから、機構からしたら、つくれなかったのは、機構が怠けていたとか、機

構の責任でできなかったということではなくて、社会情勢がそれを許してくれなかったと。

機構としては、国や県や市と一生懸命取組をやったんだけれども、できなかったというこ

とで順調ということも言えないし、あるいはやらなかったというのも自分からはなかなか

言えないということで、自己評価はバーになっております。現在、分科会長試案で申しま

すと、一忚取組としてやれることはやったけれども、やむを得ず出来なかったということ

でＡをいただいているという認識で我々はおります。 

【○○委員】  何をもって。 

【分科会長】  何をもってというのは、つまり２０年度にあったわけですね。２２年度
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からのものをつくらなければいけなかったんですけれども、それはいろいろ手を尽くした

んだけれども、さまざまな事情で結局着手しませんでしたということですね。それは、一

忚計画にはあって、やらなかったんですけれども、機構の責任ではないし、機構はそれな

りの努力をしたということで、試案としてはＡとつけています。 

【○○委員】  これ、単に評定理由の文章だけではないかと考えるんですね。真ん中の

「第２期中期基本方針の策定は行われなかった」という文章を読んでしまうと、何だ、な

かったんだと短絡的に思うので、延期せざるを得なかったじゃないけれども、英語で言え

ばオブライジト何とかみたいな、やむを得ずそうなったというニュアンスをこの文章にお

残しになれば、だからＡなんだというのはみんなとても納得すると思うんだけど、行わな

かったという为体がいっぱい書いてあるけれども、ここだけ見てしまうと、という誤解を

生じないかなという気がちょっとしただけでございますので。 

【○○委員】  目標の計画が取り組みを行うことに対してだったら、取り組みを行うか

という。 

【○○委員】  それだけの話だと思います。 

【分科会長】  取り組みは行いました。策定はできませんでした。 

【○○委員】  策定をすることが目的なんじゃなくて、取り組みを行うことが目的だっ

たんだという。社会人は結果出して何ぼのはずなのに。 

【分科会長】  中期基本方針というのは、もうずっとつくらないということですか。 

【滝川課長】  今の時点で断言、必ずしもできませんが、いずれにしても前期でもでき

なかった理由は、突き詰めていけば、最後、大阪について言えば、経営統合に収れんして

いく流れ。福岡について言えば、福岡も独法のあり方そのものについての見直しをしてい

く流れでございます。そういう意味で、機構の努力の部分もそうですが、大きな意味でも

独法の行革の流れの中で決まっていく事柄でありますので、形はどうあれ、この機構の業

務の進め方を中期的にどうしていくかというのは、何らかの形で今後の独法改革あるいは

空整機構そのものについての見直しの中で位置づけをされるということだと思います。そ

の具体的な表現形がどうなるかというのは、今の時点では具体的な見通しは私ども、持っ

ておりません。 

【分科会長】  わかりました。そうすると、独法についてどうするかという大きなこと

はあるけれども、そこが流動的なので、中期基本方針ということはなかなか難しいという

ことですね。 

 では、今のような形で独立行政法人をめぐる事情が非常に流動的で、それで取り組みは

行いましたけれども、さまざまな事情で作成には至らなかったという形に文章を書き直さ

せていただいて、評定Ａということで。すみませんが。 

【○○委員】  よろしくお願いします。 

【○○委員】  ご苦労さまです。 
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【分科会長】  いえ、とんでもないです。 

 その次は、参考資料３で言うと１１番、再開発整備事業。これは、Ｓの方が３名、Ａが

２名で、試案としてはＡということにしておりますけれども、○○委員、珍しくＳになっ

ていますけれども。 

【○○委員】  やることはやっているなと思いました。再開発は、やることはちゃんと

やっているなと思って、大井地区が完成したということで、Ｓをつけたんだと思います。

ただ、分科会長はＡをつけられている、その心を教えていただけますか。 

【分科会長】  これは、大井地区は確かに終わったんですけれども、大井地区は確かに

それなりに大型だったとは思うんですけれども、その件だけでＳはつけられないかなとい

うことで、私の個人的な評価としてはＡとしております。 

【○○委員】  私は、それはＡでも構いません。最終的にＡ評価にすることに異論ない

です。 

【○○委員】  私も全くないです。 

【分科会長】  基本的には大井地区だけが残っているかと思うんですけれども、非常に

卓越した実績と言えますか。どのようにお考えでしょう。 

【佐藤課長補佐】  資料１で過去５年間のものを見ていただくと、２２年度、厳しい評

価をいただいておりますのは、大阪がやることができていない。結果的には、やることが

できていないまま新会社へ行ってしまいましたので、見えていないんですが。 

【分科会長】  ２２年度にはＢ評価がついていますので、２１年度はＳがついているん

ですけれども、一度Ｂ評価も受けているものが、全体としてＳ評価というのはどうかなと

いうこともあります。福岡は、それなりにできている。では、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  では、そこはＡ評価ということで、その次、民家防音工事はよろしい。

そこはＳということで確認させてください。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  その次、移転補償事業は皆さんＡですね。 

それから、大阪の緑地整備は皆さんＢなので、Ｂということでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  それから、福岡の緑地整備は。 

【○○委員】  これは、２４年度の単年度分と同じです。０.３ヘクタールしかやって

いない。０.３ヘクタールの計画でしたと言われたら、それで結構です。 

【分科会長】  そうですね。つまり、計画自体が尐な過ぎるということですね。地権者

とか、いろいろ事情がおありだろうと思います。では、Ａ評価ということで。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  その後は、ずっとＡです。２０番というのが皆さんＳ評価で、大阪国際



 -39- 

空港に係る業務等の新関西国際空港（株）への円滑な承継については、Ｓということでよ

ろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  それでは、中期目標期間については、Ｓが４つ、Ｂが１つということに

させていただきたいと思います。 

【○○委員】  ちょっと戻りますけれども、こちらの資料４の６ページの中期計画の③

業務・マネジメントに関し国民の意見というところがありますね。そこに対忚している意

見、評定理由の、これは評定結果Ａで全然構わないんですが、この一番最後に関しては、

先ほど２４年度は国民の意見が全然反映されていないので、Ｂか何かの評価にしているは

ずなので、一貫性からいくと、機構へのご意見、ご提案について、国と協力して実施して

いるという書き方を、これに関しては改善が望まれるぐらいになさって。小さいほうです

よ。これは出すものではないんですか。出すんですよね。 

【佐藤課長補佐】  はい。 

【○○委員】  ６ページの意見・提案のところから、「国と協力して適切に実施してい

る」と書いてありますが、もうちょっと努力したほうがいいみたいな文章に直しておいた

ほうが整合性はないですねか。先ほど、ここの部分だけは２４年度はＢ評価にしていると

思いますよ。さっき、みんなでＢにしませんでしたか。 

【○○委員】  ２３年度もＢです。 

【○○委員】  ですから、そこの文章だけ取りかえれば、これは相対的にはＡで構わな

いと思いますけれども、ちょっと気になったものですから。 

【分科会長】  わかりました。では、そこの評定理由のところについては文章を書き直

したいと思います。 

 では、理由のところについては何カ所か変更・修正をする箇所がございますけれども、

評定としては分科会長試案どおりでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  それでは、資料４、評定理由のところ、あと各項目の特記事項のところ

で、もう尐しこういう意見を書いたほうがいいのではないかというご意見はおありですか。

よろしいですか。 

【○○委員】  特にはございません。 

【分科会長】  わかりました。 

 それでは、最後のページの総合的な評定というところで、Ｓが４項目、Ａが１５項目、

Ｂが１項目ということで。そこに総合評価として、幾つか指摘がありますが、これについ

てはいかがですか。 

 課題・改善点のところは、先ほど○○委員がおっしゃったInput指標、Outcome指標がこ

こにもう一回再掲されているんですけれども、これは次の中期目標について、こういう形
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でということで、同じことなんだと思います。あるいは、どちらか１カ所にしたほうがよ

ろしいですか。 

【佐藤課長補佐】  同じものが載っているのはおかしいという。 

【分科会長】  いや、おかしくはないですけれども。 

【○○委員】  大事なことなので、２回書いたほうが。 

【分科会長】  では、これでよろしいですか。ほかに追加とか修正とかご意見あります

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  では、総合評価のところに関してはこのままで。 

 あと、中身に関しては、評定理由について若干手直しをさせていただくところがあるか

と思いますけれども、総合評価に関しては、この記述でということでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  では、一番最後ですけれども、総合評定はＡ。評定理由は、２０項目中、

１９項目が「Ａ」評価以上であり、中期目標の達成状況として着実な実績を上げていると

認められるということでよろしいでしょうか。 

 では、平成２４年度の業務実績の評価の評定と中期目標期間業務実績評価の評定、いず

れもＡということで。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  そういうことで、評価させていただくことにしたいと思います。 

 では、１０分休憩して、４時１５分から始めるということでよろしいですか。では、次、

４時１５分から再開します。 

（休 憩） 

【分科会長】  それでは、おそろいですので、時間より尐し早いですけれども、再開さ

せていただきます。機構の方にお戻りいただきましたので、私ども委員の機構の業務実績

について評価結果をお伝えいたします。 

 先ず、平成２４年度の事業評価に関してでございますけれども、分科会長の試案どおり、

総合評価はＡ。そして、Ｓが２項目、Ａが２２項目、Ｂが１項目ということで、総合はＡ

ということになりました。 

 それから、中期目標期間の業務実績に関する評価ですが、こちらも分科会長の試案どお

り、総合評定はＡ。Ｓが４項目、Ａが１５項目、Ｂが１項目ということで、総合評定Ａと

いうことになりましたので、ご報告いたします。 

 では、この件は終わりまして、議事の１番、２番が終了したということで、次、議事の

３番目といたしまして、財務諸表類に関する審議ということに移りたいと思います。資料

は、５、６、７、８をお手元にお願いします。 

 では、事務局の方からご説明をお願いします。 
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【高橋室長】  それでは、平成２４事業年度の財務諸表等について説明させていただき

ます。なお、金額につきましては、百万円以上につきましては、百万円未満を切り捨てて

説明させていただきます。 

 空港周辺整備機構は、独立行政法人通則法に基づき、財務諸表、事業報告書及び決算報

告書について、監事の監査のほか、国土交通大臣が選任した会計監査人の監査を受けなけ

ればならないことになっております。資料８として監事意見書・会計監査人監査報告書を

配付しております。 

 先ず、平成２４年度におきましては、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率

的な設置及び管理に関する法律に基づいて、大阪国際空港事業本部に係る資産・負債等を

平成２４年７月に新関西国際空港株式会社に承継しております。 

 資料５の財務諸表の１２ページをご覧ください。そこの大阪国際空港事業本部事業承継

関係、（２）実施した会計処理の概要、①移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿

価額並びにその内訳において、資産合計３４億７４百万円、負債合計１８億６４百万円を

移転した旨、記載しております。なお、資産合計額と負債合計額の差額１６億９百万円に

つきましては、機構から新会社への出資とし、その取得した株式は国へ無償譲渡されてお

ります。このため、平成２４年度期末の貸借対照表につきましては、福岡空港事業本部の

みの財産となっております。 

 また、大阪国際空港事業本部の７月までの３カ月間の活動により発生しました収益につ

きましては、資料５の財務諸表の３ページをご覧ください。損益計算書の下から２段目に

あります５３百万円が大阪国際空港事業本部分利益でございまして、これにつきましては

新会社に承継しておりますので、大阪国際空港事業本部事業承継に伴う減尐額として、機

構の損益からは外しております。 

 それでは、参考資料５として配付しております「平成２３・２４事業年度財務諸表比

較」により説明させていただきます。開いていただきますと、大阪国際空港事業本部、そ

れから福岡空港事業本部、それぞれに記載されておりますが、大阪部分につきましては、

新会社に承継されておりますので、福岡部分についてのみ前年度と比較する形で説明させ

ていただきます。 

 それでは、最初に１ページの貸借対照表の資産の部でございますが、流動資産は１２億

８４百万円で、前年度比で８２百万円の増となっております。これは、現金及び預金が７

７百万円増えているほか、前年度になかった未収消費税、これは既に中間納付した消費税

が還付されるものですが、これの１１百万円の増などによるものでございます。 

 有形固定資産は１８億６７百万円で、前年度比で１億３百万円の減となっております。

これは、再開発整備事業に係る建物等資産の減価償却が進んだことによるものでございま

す。 

一番下の資産合計では３１億５９百万円となっており、前年度比で２５百万円の減とな
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っております。 

 次に、２ページの負債の部でございます。 

 流動負債は２億５６百万円で、前年度比で１１百万円の減となっております。これは、

未払金の減が为な要因でございます。 

 次に、固定負債は１６億３６百万円で、前年度比で１億４７百万円の減となっておりま

す。これは、再開発整備事業に係る借入金の返済が進み、長期借入金が減尐したことによ

るものでございます。 

 中ほどの負債合計では１８億９３百万円となっており、前年度比で１億５９百万円の減

となっております。 

 純資産の部の資本金は４億円で、変更はございません。 

 利益剰余金につきましては、負債純資産合計３１億５９百万円から、負債合計１８億９

３百万円、資本金４億円を差し引いた額８億６５百万円を計上しております。このうち、

前年度までの積立金が７億３１百万円でありますので、当期総利益は１億３４百万円でご

ざいます。 

 次に、３ページの損益計算書をご覧ください。 

 経常費用は、機構の業務を実施するに当たり、直接的経費である業務費と役員給与や事

務所維持費等に充てる一般管理費並びに借入金の支払利息などの財務費用に分かれており、

総額は中ほどの１５億２３百万円でございます。前年度比較で業務費の直接の事業費であ

るその他経費のうち、移転補償事業で９億円ほど平成２５年度へ繰り越しとなったため、

平成２４年度の費用として、その分が減尐したことにより、全体では６億５５百万円の減

となっております。 

 経常収益は、再開発整備事業の業務収入、移転補償事業及び緑地造成事業の受託収入、

民家防音事業の補助金などの収入で、総額１６億５７百万円でございます。前年度と比較

しまして７億２百万円減尐しているのは、移転補償事業の受託収入が繰り越しにより減尐

しているためでございます。この結果として、経常利益として今年度１億３４百万円を計

上しております。経常利益が前年度比で４７百万円減尐しているのは、再開発整備事業で

施設保全費用が例年以上にかかり、また本部の移転費用などが为な要因となっております。 

 臨時損失、臨時利益については、今期はありませんでした。 

 これらを合わせまして、当期総利益１億３４百万円を計上しております。 

 次に、４ページのキャッシュ・フロー計算書でございます。これは、機構における期間

中の現金の動きを３つの活動から表わしたものでございます。 

 業務活動によるものは、機構の本来業務に係る収入、支出でございます。トータルで１

億７３百万円のキャッシュインとなっております。 

 投資活動によるものは、有価証券の売買による収入、支出で、トータルで４５万５,４

５０円の利益を上げております。 
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 財務活動によるものは、長期借入金の返済とファイナンス・リース債務の返済に係る支

出で、トータルで９５百万円のキャッシュアウトとなっております。 

 当期としては、合計で７７百万円のキャッシュインとなり、前年度期末残高４億３３百

万円にオンされ、今年度期末残高は５億１０百万円となり、この金額が貸借対照表の「現

金及び預金」として計上されております。 

 次に、５ページの行政サービス実施コスト計算書でございます。これは、独立行政法人

の会計基準独特の概念でございますが、機構が業務を実施することにより、国民が負担す

るコスト、要するに自己収入を除き、幾ら税金が投入されているかという概念で作成され

るものでございます。業務費用の（１）の損益計算書上の費用と（２）の自己収入等の差

額で１７百万円、引当外退職給付増加見込額２０百万円及び機会費用の１３百万円を加え

たものが当機構の行政サービス実施コストであり、合計額５１百万円となっております。 

 これからは、資料５の財務諸表をごらんください。 

 １ページから２ページが貸借対照表でございます。 

 ３ページが損益計算書でございます。 

 ４ページがキャッシュ・フロー計算書でございます。 

 ５ページが利益の処分に関する書類（案）でございます。当期総利益１億３４百万円が

利益処分額となっておりまして、全て積立金として整理することとしております。 

 ６ページが行政サービス実施コスト計算書でございます。 

 続きまして、７ページからの注記事項でございますが、平成２４事業年度特有の事項と

して、関西・伊丹の経営統合に伴う大阪国際空港事業本部の事業承継関係について、１２

ページ、１３ページに記載しております。 

 これ以外の注記事項としては、例年どおりの重要な会計方針や損益計算書の経費の詳細

な内訳等を記載しております。 

 次に、１４ページから１９ページが附属明細書でございます。これは固定資産の取得や

処分並びに減価償却費、たな卸資産、有価証券、長期借入金等財務諸表の明細及び事業別

のセグメント情報を記載しております。事業セグメント情報につきましては、独立行政法

人空港周辺整備機構に関する省令により、区分経理を規定しておりまして、大阪固有事業、

福岡固有事業、受託事業及びその他事業の４事業に区分しております。 

 以上が資料５の財務諸表でございます。 

 資料６の事業報告書でございますが、機構の平成２４年度事業の概要を説明しておりま

す。 

 それから、資料７の決算報告書でございますが、年度計画の予算計画に対する決算額を

示しております。 

 資料８の監事意見書・会計監査人監査報告書は、監事並びに会計監査人による監査結果

に対する意見及び報告でございます。いずれも一般に公正妥当と認められる独立行政法人
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の会計基準に準拠して作成されており、適正に表示しているものと認めるとなっておりま

す。 

 以上、機構の財務諸表等についてご説明いたしましたが、法人を所管する課といたしま

しては、独立行政法人会計基準にのっとって適正に処理されており、監事並びに会計監査

人からも適正な決算処理を行っている旨の意見もいただいておりますので、承認すべきも

のと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関しまして、ご質問がおありの方はよろしくお願いします。 

【○○委員】  １ついいですか。非常に単純なことなんですが、先ほど○○先生が非正

規雇用みたいな話をされていましたけれども、この中で非常勤職員というのが一般的に非

正規と、先ほど○○先生がおっしゃっていたような感じで捉えている形でございますでし

ょうか。 

【分科会長】  ごめんなさい、それは資料のどこですか。 

【○○委員】  ごめんなさい、資料５の１７ページとか財務諸表でよく出てくる人件費

のところで、職員の給与支給人員とかなっていますときに、役員は別でしょうけれども、

括弧内は非常勤職員及び嘱託員という表現になっていますが、これは先ほどの○○先生が

ご指摘になったみたいな理解でよろしいということでしょうか。 

【福本審議役】  先ほど○○先生がおっしゃっていた意味合いは、正規の職員以外とい

う理解で私、受けとめましたので、ここで言っている非常勤職員及び嘱託員というイメー

ジで、先ほど申し上げました。 

【○○委員】  そういう意味ですね。わかりました。 

【分科会長】  よろしいですか。 

【○○委員】  はい。 

【分科会長】  ほかにご意見いかがでしょうか。では、よろしいですか。○○先生。 

【○○委員】  監査報酬って、どれくらい払っていらっしゃるんですか。何日ぐらいい

らっしゃっていますか。計上している科目もあわせて教えてください。 

【福本審議役】  正確な数字、手元にございませんが、大阪本部、福岡本部、合わせま

して約６００万円だったかと記憶しております。 

【○○委員】  科目で言うと。 

【福本審議役】  資料、財務諸表の１８ページ、セグメント情報の中の法人共通の一般

管理費のその他経費の中に入ってございます。 

【○○委員】  先ほど比較の財務諸表をご説明いただいたのですが、この法人共通は大

阪と福岡に案分されていると考えていいんですか。 

【福本審議役】  １８ページ上は、法人共通１本になってございますが、もともと大阪
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と福岡、それぞれの法人共通、合わせた額ということでございます。 

【○○委員】  わかりました。ありがとうございました。 

【分科会長】  ほかにご質問やご意見はおありですか。 

 では、ご質問は２点ほどございましたけれども、ご意見はなかったということでよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  では、これに関しましては意見なしということにいたしたいと思います。

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  では、そうさせてください。 

 では、議事の３つ目、終わりまして、次、最後の議事ですが、資料９というのをご準備

ください。次は、役員の退職に伴う業績勘案率の決定ということについて審議いたしたい

と存じます。 

 では、今度は機構の方から、提案される内容のご説明をよろしくお願いします。 

【淡路理事長】  それでは、本日お諮りする役員退職手当支給に係る業績勘案率の決定

についてでございます。資料９をご覧いただきたいと思います。 

 今回対象となる役員は、○○でございます。役職は○○担当理事ということで、在職期

間は平成２２年１月１日から平成２４年６月３０日、３０カ月ということでございます。

○○理事が在職期間中、大阪事業本部の事業を新関西空港株式会社に承継するということ

がございまして、○○理事につきましては○○担当理事として大変ご尽力いただいたと考

えております。 

 その上で、業績勘案率についてでございますけれども、法人の業績による勘案率につき

ましては１.０ということで、原則どおりということでございます。 

 それから、個人業績につきましては、ただいま申し上げましたとおり、○○担当理事と

してご尽力いただいたわけですけれども、特段、個人業績として加算するという必要まで

は認められなかったということで、ゼロということでお諮りしたいと思っています。 

 よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございました。退職なさった役員の方について業績勘案率を

１.０ということで、既に支給がなされている。 

【淡路理事長】  仮払いをさせていただいておりまして、ここで決定されたら、また調

整させていただくということです。 

【分科会長】  わかりました。ということで、既に仮払いなさっておられて、この委員

会で勘案率を決定してご清算ということになるかと思いますが、この件に関しまして、ご

意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【分科会長】  それでは、機構のほうからのご提案どおり、業績勘案率１.０というこ

とで国土交通省評価委員会に通知したいと思います。評価委員会から正式な通知がありま

したら、機構のほうで清算の手続をお願いいたしたく存じます。よろしくお願いします。 

 それでは、議事の４番目をこれで終了いたしました。 

 ほかに事務局、高橋室長さんのほうから何かございますでしょうか。 

【高橋室長】  特にございません。 

【分科会長】  それでは、これで全ての議事を終わりました。委員の皆様方、長時間に

わたりましてご審議いただきまして、ありがとうございました。 

 ２点ほどご連絡がございます。 

 １点は、本日の議事録につきましては、後日、事務局のほうでご作成いただきまして、

その内容を確認していただくために委員各位にご送付いたしますので、お忙しいところ恐

縮でございますけれども、発言内容のチェックをお願いしたいと思います。冒頭にご連絡

ありましたように、公開する場合には評価委員会の運営規則によりまして、評価に関する

部分につきましては発言名は伏せることになっておりますので、チェックいただきました

後でそのような形で公開させていただくことになるかと思います。 

 それから、先ほどちょっと申し上げておりましたけれども、評価調書の評定理由のとこ

ろにつきましては、幾つか修正のご指摘もありましたので、その箇所も含めて、それから

それ以外のところでも、その評定にふさわしい文言になっているかどうかというのを私の

ほうで確認いたしまして、それで修正させていただきたいと思います。それをもちまして、

家田委員長のほうにご提出する書類を作成することにさせていただきたいと思います。よ

ろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ということで、それでは以上をもちまして、独立行政法人評価委員会空

港周辺整備機構の分科会を終了させていただきます。長時間にわたりましてご協力いただ

きまして、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


